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一　

は
じ
め
に

　

従
業
員
持
株
制
度
は
、
会
社
が
そ
の
従
業
員
に
特
別
な
便
宜
を
与
え
、
自
社
株
を
長
期
に
わ
た
っ
て
継
続
的
に
買
い
付
け
保
有
さ
せ
る

こ
と
を
経
営
方
針
と
し
て
採
用
し
、
こ
れ
を
推
進
す
る
制
度
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る（
（
（

。
従
業
員
持
株
制
度
の
目
的
と
し
て
は
、
会
社
の
安

定
株
主
層
の
形
成
、
従
業
員
の
愛
社
精
神
な
い
し
生
産
性
の
向
上
、
ま
た
は
従
業
員
の
財
産
形
成
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る（
（
（

。
従
業
員
持

株
制
度
は
、
昭
和
四
三
年
頃
に
導
入
さ
れ
て
以
来
、
数
多
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。
現
在
で
は
、
上
場
会
社
の
約
九
割
が
、
証
券
会
社
ま
た

は
信
託
銀
行
や
信
託
会
社
（
以
下
「
信
託
業
者
」
と
い
う
）
の
管
理
の
も
と
で
、
従
業
員
持
株
制
度
を
採
用
し
て
い
る（
（
（

。
従
業
員
持
株
制
度

の
導
入
を
め
ぐ
っ
て
は
、
会
社
法
、
金
融
商
品
取
引
法
、
税
法
な
ど
の
規
制
と
の
関
係
で
、
複
数
の
問
題
点
が
存
在
し
て
い
る
。
他
方
、

中
国
で
は
、
二
〇
一
四
年
に
中
国
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
を
導
入
し
て
以
来
、
上
場
会
社
に
お
い
て
従
業
員
持
株
制
度
が
推
進
さ
れ
て
い
る
。
た
だ

し
、
そ
れ
に
応
じ
た
法
制
度
は
ま
だ
整
備
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
日
本
の
従
業
員
持
株
制
度
の
仕
組
み
と
会
社
法
の
関
係
を
中
心

に
、
そ
の
法
的
問
題
点
を
検
討
し
た
い
。
最
後
に
、
中
国
の
従
業
員
持
株
制
度
の
現
状
を
紹
介
し
、
そ
の
問
題
点
を
検
討
す
る
。

　

本
稿
の
構
成
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
二
で
は
、
伝
統
的
な
従
業
員
持
株
制
度
の
仕
組
み
を
紹
介
す
る
。
三
で
は
、
平
成
二
〇
年

に
導
入
さ
れ
た
日
本
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
制
度
を
紹
介
す
る
。
四
で
は
、
従
業
員
持
株
制
度
に
お
け
る
会
社
法
上
の
問
題
点
を
検
討
す
る
。
そ
こ

で
は
、
主
と
し
て
学
説
と
二
つ
の
裁
判
例（
（
（

を
中
心
に
検
討
を
行
う
。
五
で
は
、
従
業
員
持
株
会
に
お
け
る
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
検
討

を
行
う
。
六
で
は
、
非
公
開
会
社
に
お
け
る
従
業
員
持
株
制
度
の
特
殊
な
問
題
点
を
検
討
し
、
最
高
裁
の
判
決
を
紹
介
す
る
。
七
で
は
、

二
〇
一
四
年
に
中
国
で
公
表
さ
れ
た
、「
上
場
会
社
に
お
け
る
従
業
員
持
株
制
度
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
中
心
に
、
中
国
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
制
度

を
紹
介
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
中
国
に
お
け
る
従
業
員
持
株
制
度
の
問
題
点
も
検
討
し
、
意
見
を
述
べ
た
い
。
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二　

従
業
員
持
株
制
度
の
概
要

㈠　

従
業
員
持
株
制
度
の
仕
組
み

　

日
本
の
従
業
員
持
株
会
は
、
会
社
の
従
業
員
（
従
業
員
持
株
制
度
導
入
会
社
［
以
下
「
導
入
会
社
」
と
い
う
］
の
子
会
社
等（（
（

の
従
業
員
を
含
む
）

が
、
導
入
会
社
の
株
式
（
以
下
「
対
象
株
式
」
と
い
う
）
取
得
を
目
的
と
し
て
運
営
す
る
組
織
で
あ
る（
（
（

。
ま
た
、
そ
の
管
理
事
務
の
委
託
先

に
よ
っ
て
、
証
券
会
社
方
式
の
も
の
と
信
託
業
者
方
式
の
も
の
が
あ
る
。

　

証
券
会
社
方
式
に
は
、
さ
ら
に
、
全
員
会
員
方
式
（
間
接
投
資
方
式
）
と
、
少
数
会
員
方
式
（
直
接
投
資
方
式
）
の
二
つ
の
方
式
が
あ
る
。

全
員
会
員
方
式
は
、
参
加
従
業
員
全
員
が
組
合
員
と
な
り
、
出
資
し
た
資
金
と
取
得
し
た
株
式
は
組
合
財
産
と
な
り
、
各
会
員
が
持
分
を

有
す
る
方
式
で
あ
る（
（
（

。
少
数
会
員
方
式
は
、
管
理
職
の
職
に
あ
る
一
部
の
従
業
員
を
会
員
と
す
る
持
株
会
を
設
置
し
、
持
株
会
の
会
員
で

は
な
い
多
く
の
従
業
員
の
拠
出
は
、
持
株
会
に
対
す
る
出
資
と
は
な
ら
な
い
か
ら
積
立
金
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
取
得
し
た
株
式
は
各
参
加

者
の
共
有
財
産
と
な
り
、
積
立
金
の
拠
出
額
に
応
じ
て
各
人
の
持
分
計
算
が
さ
れ
、
各
人
は
そ
の
持
分
を
管
理
の
目
的
で
持
株
会
に
信
託

す
る
。
い
ず
れ
の
方
式
で
も
、
会
員
総
会
、
理
事
会
、
理
事
長
な
ど
の
機
関
を
設
置
す
る（
（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
信
託
業
者
方
式
は
、
参
加

従
業
員
全
体
で
持
株
会
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
代
表
者
（
理
事
長
）
が
参
加
従
業
員
の
代
理
人
と
な
っ
て
信
託
業
者
と
自
社
株
投
資
の
管
理

に
つ
い
て
信
託
契
約
を
締
結
す
る（
（
（

。

㈡　

従
業
員
の
株
式
取
得
資
金
の
拠
出

　

会
員
ま
た
は
参
加
従
業
員
（
以
下
「
会
員
」
と
い
う
）
は
、
株
式
取
得
資
金
を
持
株
会
に
拠
出
す
る
。
そ
し
て
、
拠
出
金
ま
た
は
積
立
金
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（
以
下
「
拠
出
金
」
と
い
う
）
と
、
会
社
か
ら
支
給
さ
れ
る
奨
励
金
と
を
合
わ
せ
て
、
株
式
買
付
資
金
と
し
、
持
株
会
が
株
式
を
買
い
付
け

る
（
（1
（

。
ま
た
、
拠
出
金
に
は
、
定
時
拠
出
金
と
臨
時
拠
出
金
の
二
つ
が
あ
る
。
定
時
拠
出
金
は
、
規
約
の
定
め
に
よ
り
、
会
員
が
あ
ら
か
じ

め
申
し
込
ん
だ
金
額
で
あ
り
、
毎
月
の
給
与
お
よ
び
賞
与
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
。
臨
時
拠
出
金
は
、
規
約
等
の
定
め
に
よ
り
臨
時
に
拠
出

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
拠
出
は
任
意
で
あ
る
か
ら
、
原
則
と
し
て
こ
れ
を
強
制
で
き
な
い（
（（
（

。

　

奨
励
金
は
、
従
業
員
が
持
株
会
を
通
じ
て
自
社
株
式
を
取
得
す
る
に
際
し
、
導
入
会
社
が
、
会
員
に
対
し
一
定
額
の
金
銭
を
給
付
し
て

そ
れ
を
奨
励
す
る
も
の
で
あ
る
。
奨
励
金
は
、
福
利
厚
生
的
な
性
質
を
も
つ
給
与
で
あ
り
、
導
入
会
社
は
、
持
株
会
の
会
員
に
対
し
、
福

利
厚
生
制
度
の
一
環
と
し
て
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
会
員
の
拠
出
金
に
対
し
て
一
定
比
率
を
乗
じ
た
額
の
奨
励
金
を
付
与
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
奨
励
金
は
従
業
員
に
対
し
て
、
そ
の
資
格
に
基
づ
き
支
給
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
般
的
な
見
解
に
よ
る
と
、
奨
励
金
を

支
給
す
る
こ
と
は
、
従
業
員
の
株
主
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
い
て
支
払
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
従
業
員
と
い
う
地
位
に
基
づ
い
て
な
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
株
主
平
等
原
則
に
は
抵
触
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る（
（1
（

。
さ
ら
に
、
奨
励
金
の
支
給
は
、
従
業
員
の
持
株
制
度
へ
の

参
加
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
自
社
株
投
資
に
伴
う
リ
ス
ク
回
避
の
機
能
も
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
持
株
制
度
の
促
進
の
た
め
に
必
要

不
可
欠
で
あ
る
と
さ
れ
る（
（1
（

。
も
っ
と
も
、
奨
励
金
の
支
給
が
、
株
主
権
行
使
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、
福
利
厚
生
の
一
環
と
し
て
な
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
従
業
員
な
い
し
持
株
会
の
理
事
長
の
議
決
権
行
使
は
、
経
営
陣
か
ら
独
立
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い（
（1
（

。
東
京
証
券
取
引
所
の
調
査
に
よ
る
と
、
上
場
会
社
に
お
け
る
制
度
導
入
会
社
の
う
ち
、
奨
励
金
に
つ
い
て
は
全
体
の
九
六
・

六
％
に
あ
た
る
三
〇
三
六
社
に
お
い
て
支
給
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
拠
出
金
一
〇
〇
〇
円
あ
た
り
の
奨
励
金
の
支
給
状
況
は
、
四
〇
〜
六

〇
円
を
支
給
し
て
い
る
会
社
が
最
も
多
い（
（1
（

。

㈢　

従
業
員
持
株
会
の
取
得
対
象
株
式
と
取
得
方
法

　

従
業
員
持
株
会
の
取
得
対
象
株
式
は
、
導
入
会
社
が
発
行
す
る
株
式
の
う
ち
、
規
約
に
定
め
た
株
式
と
す
る
。
た
だ
し
、
二
種
類
以
上
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の
株
式
の
取
得
は
で
き
な
い
も
の
と
す
る（
（1
（

（
非
上
場
会
社
に
お
い
て
は
、
当
該
非
上
場
会
社
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
上
場
会
社
の
株
式
を
取
得
す

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
）。
取
得
方
法
と
し
て
、
株
式
の
買
付
け
、
新
株
発
行
お
よ
び
自
己
株
式
の
取
得
の
三
つ
の
方
法
が
あ
る
。

　

ま
ず
、
上
場
株
式
の
買
付
け
は
、
従
業
員
が
、
月
掛
投
資
方
式
に
よ
り
拠
出
し
た
資
金
を
一
括
し
て
、
ド
ル
・
コ
ス
ト
平
均
法
に
よ
り

行
う
。
ド
ル
・
コ
ス
ト
平
均
法
と
い
う
の
は
、
一
定
額
の
資
金
で
、
毎
月
、
定
時
に
買
い
付
け
る
方
法
で
あ
る
。
資
金
が
一
定
し
て
い
る

か
ら
、
株
価
に
よ
り
毎
月
の
買
付
株
式
数
に
増
減
が
あ
る
が
、
一
定
期
間
を
通
じ
れ
ば
、
平
均
値
で
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
株
価

変
動
の
影
響
を
最
小
限
に
食
い
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
方
法
に
よ
れ
ば
、
持
株
会
に
よ
る
株
式
取
得
が
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー

取
引
規
制
の
適
用
除
外
と
な
る
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
非
上
場
株
式
の
買
付
け
は
、
定
時
・
定
額
買
付
け
で
は
な
く
、
株
式
の
供
給
が
行

わ
れ
る
都
度
こ
れ
を
行
う
。
す
な
わ
ち
、
処
分
す
る
株
式
が
現
れ
た
場
合
に
、
株
式
を
買
い
受
け
る
か
ら
、
随
時
・
一
括
取
得
と
い
う
こ

と
に
な
る（
（1
（

。

　

ま
た
、
対
象
株
式
の
取
得
方
法
と
し
て
、
第
三
者
割
当
て
の
新
株
発
行
と
い
う
方
法
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
従
業
員
を
対
象
と
す
る
第

三
者
割
当
て
の
新
株
の
発
行
は
、
少
な
く
と
も
資
金
の
調
達
を
直
接
の
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
発
行
済
株
式
数
を
増
加
さ
せ

る
こ
と
に
よ
り
、
既
存
株
主
の
株
式
持
分
を
希
釈
化
さ
せ
、
既
存
の
株
主
に
経
済
的
に
損
失
を
与
え
る
。
そ
の
た
め
、
上
場
会
社
よ
り
、

非
上
場
会
社
、
特
に
中
小
規
模
会
社
の
従
業
員
持
株
制
度
に
お
い
て
、
新
株
発
行
を
採
用
す
る
こ
と
が
多
い（
（1
（

。

　

自
己
株
式
の
取
得
方
式
は
、
会
社
が
株
価
の
安
い
と
き
に
市
場
で
自
己
株
式
を
買
い
付
け
て
金
庫
株
と
し
て
保
有
し
、
適
時
従
業
員
に

譲
渡
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
こ
の
方
法
に
よ
る
と
、
従
業
員
は
安
く
株
式
を
取
得
で
き
る
。
た
だ
し
、
会
社
が
保
有
す
る
自
己
株
式

を
従
業
員
に
譲
渡
す
る
場
合
、
募
集
株
式
の
発
行
手
続
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
会
社
法
一
九
九
条
）。
従
業
員
に
譲
渡
す
る
た
め
の

自
己
株
式
の
処
分
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
都
度
、
取
締
役
会
の
決
議
お
よ
び
公
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
特
に
有
利
な
価
格
の

場
合
、
株
主
総
会
の
特
別
決
議
を
必
要
と
す
る
な
ど
、
煩
雑
な
手
続
き
を
要
す
る
か
ら
、
会
社
が
保
有
す
る
金
庫
株
を
毎
月
従
業
員
持
株

会
に
譲
渡
す
る
こ
と
は
、
現
実
に
困
難
な
状
況
で
あ
る（
（1
（

。
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㈣　

取
得
株
式
の
議
決
権
行
使

　

従
業
員
持
株
会
が
取
得
し
た
対
象
株
式
は
、
理
事
長
名
義
と
し
、
会
員
ま
た
は
参
加
従
業
員
を
共
同
委
託
者
兼
共
同
受
益
者
、
理
事
長

を
受
託
者
と
す
る
管
理
信
託
財
産
と
し
て
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。
形
式
的
な
株
主
は
理
事
長
で
あ
り
、
議
決
権
の
行
使
も
理
事
長
が
行

う
。
ま
た
、
持
株
会
理
事
長
に
よ
る
議
決
権
行
使
は
、
会
社
の
意
向
に
従
い
、
経
営
者
を
支
持
す
る
方
向
で
な
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ

り
、
会
員
が
持
株
会
か
ら
持
分
（
持
株
）
を
引
き
出
し
て
、
他
に
譲
渡
す
る
こ
と
は
少
な
い
の
で
、
持
株
会
は
経
営
者
に
と
っ
て
、
最
も

頼
り
に
で
き
る
安
定
株
主
で
あ
る（
11
（

。

　

そ
の
反
面
、
対
象
株
式
に
つ
い
て
、
議
決
権
行
使
の
独
立
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
議
決
権
が
認
め
ら
れ

る
株
式
数
（
株
式
持
分
）
を
有
す
る
従
業
員
か
ら
特
別
の
指
示
が
あ
っ
た
場
合
は
、
理
事
長
は
議
決
権
を
不
統
一
行
使
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
そ
の
た
め
に
、
従
業
員
が
自
由
に
特
別
の
指
示
を
す
る
状
況
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
1（
（

。
そ
う
し
な
い
と
、
従
業
員
の
福

利
・
厚
生
を
目
的
と
す
る
従
業
員
持
株
制
度
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
経
営
者
が
自
己
の
地
位
保
全
の
た
め
に
、
安
定
株
主
の

確
保
を
目
的
と
し
て
、
会
社
資
金
を
使
っ
て
従
業
員
持
株
制
度
を
導
入
し
、
制
度
を
運
営
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
取
締
役
の

任
務
懈
怠
の
責
任
が
生
じ
、
奨
励
金
の
支
給
と
の
関
係
で
違
法
な
利
益
供
与
と
認
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る（
11
（

。

三　

日
本
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
の
概
要

㈠　

日
本
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
の
仕
組
み

　

日
本
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
と
は
、
平
成
二
〇
年
に
経
済
産
業
省
に
設
置
さ
れ
た
検
討
会
が
公
表
し
た
「
新
た
な
自
社
株
式
保
有
ス
キ
ー
ム
に
関
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す
る
報
告
書
」（
以
下
「
報
告
書
」
と
い
う
）
に
よ
る
と

信
託
や
中
間
法
人
と
い
っ
た
ビ
ー
ク
ル
（
筆
者
注
：
以
下
「
ビ
ー
ク
ル
」
と
い
う
）
が
、
会
社
か
ら
の
拠
出
金
や
金
融
機
関
か
ら
の
借
入

等
を
利
用
し
て
、
将
来
従
業
員
に
付
与
す
る
株
式
を
一
括
し
て
取
得
し
、
当
該
株
式
を
一
定
期
間
保
有
し
た
あ
と
に
従
業
員
（
従
業

員
持
株
会
や
退
職
者
の
場
合
も
あ
る
）
に
付
与
す
る
新
た
な
自
社
株
式
保
有
ス
キ
ー
ム

で
あ
る（
11
（

。
日
本
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
に
は
、
大
別
し
て
二
つ
の
類
型
が
あ
る
。

　

一
つ
は
、
従
業
員
持
株
会
連
携
型
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
で
あ
る
。
こ
の
類
型
は
、
新
た
に
運
営
主
体
と
な
る
専
用
の
ビ
ー
ク
ル
を
設
け
、
そ
れ
が

一
括
し
て
導
入
企
業
の
株
式
を
取
得
し
、
そ
れ
が
保
有
す
る
株
式
を
従
業
員
持
株
会
に
供
給
す
る
方
式
で
あ
る（
11
（

。
ビ
ー
ク
ル
と
し
て
、

「
信
託
」
と
「
一
般
社
団
法
人（
11
（

」
の
二
つ
の
選
択
肢
が
あ
る
。
導
入
企
業
の
多
く
が
利
用
し
て
い
る
「
信
託
」
を
用
い
た
場
合
の
制
度
の

概
要
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

①
導
入
企
業
は
、
信
託
業
者
に
対
し
て
金
銭
の
信
託
を
行
い
、
信
託
を
設
定
す
る
。
②
信
託
業
者
は
、
銀
行
か
ら
資
金
の
借
入
を
行
う
。

か
か
る
借
入
の
元
利
金
の
支
払
い
に
関
し
て
は
、
導
入
企
業
が
保
証
す
る
。
③
信
託
業
者
は
、
借
入
金
を
原
資
と
し
て
、
導
入
企
業
ま
た

は
市
場
か
ら
導
入
企
業
株
式
を
購
入
す
る
。
④
信
託
業
者
は
、
信
託
期
間
中
、
③
に
よ
っ
て
取
得
し
た
株
式
を
、
定
期
的
に
実
価
に
よ
っ

て
従
業
員
持
株
会
に
売
却
す
る
。
⑤
信
託
業
者
は
、
従
業
員
持
株
会
か
ら
受
領
し
た
株
式
の
売
却
金
や
導
入
企
業
株
式
の
配
当
を
原
資
と

し
て
、
②
の
借
入
の
元
利
金
の
支
払
い
を
行
う（
11
（

。
ま
た
、
株
価
の
値
下
り
な
ど
を
理
由
と
し
て
、
元
利
金
の
支
払
原
資
が
不
足
し
、
信
託

終
了
時
に
借
入
の
債
務
が
残
存
し
て
い
る
場
合
は
、
導
入
企
業
が
保
証
を
履
行
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
信
託
終
了
時
に
信
託
財
産
に
残

余
が
あ
る
場
合
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
導
入
企
業
の
従
業
員
を
受
益
者
と
し
て
、
信
託
財
産
が
分
配
さ
れ
る（
11
（

。

　

も
う
一
つ
は
、
株
式
給
付
型
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
で
あ
る
。
こ
の
類
型
は
、
ビ
ー
ク
ル
を
通
じ
て
従
業
員
に
自
社
株
式
を
給
付
す
る
も
の
で
、
自
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社
株
式
を
活
用
し
て
従
業
員
に
対
す
る
報
酬
制
度
の
拡
充
を
図
る
目
的
を
有
す
る
も
の
で
あ
る（
11
（

。
ビ
ー
ク
ル
と
し
て
は
、
通
常
は
信
託
を

利
用
す
る
。
具
体
的
に
は
、
以
下
の
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。
①
導
入
企
業
が
取
得
資
金
を
直
接
ビ
ー
ク
ル
に
拠
出
す
る
方
式
で
、
信
託

を
受
け
た
信
託
業
者
が
そ
れ
に
よ
り
将
来
分
も
含
め
て
株
式
を
一
括
取
得
し
、
一
定
の
要
件
を
充
た
す
従
業
員
に
無
償
で
交
付
す
る
方
式
。

②
導
入
企
業
か
ら
の
直
接
の
資
金
拠
出
で
は
な
く
、
導
入
企
業
が
取
得
条
項
を
発
動
し
、
ビ
ー
ク
ル
の
新
株
予
約
権
を
取
得
し
て
、
そ
の

対
価
と
し
て
自
己
株
式
を
無
償
交
付
す
る
と
い
う
方
式（
11
（

。
そ
の
制
度
の
対
象
を
、
一
般
的
に
管
理
職
に
限
定
し
て
い
る
企
業
が
多
い
が
、

最
近
で
は
、
一
般
社
員
ま
た
は
非
正
規
社
員
に
対
す
る
報
奨
制
度
を
設
け
る
企
業
も
出
て
き
た（
11
（

。

　

現
在
、
日
本
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
の
導
入
企
業
が
何
社
あ
る
の
か
に
つ
い
て
の
公
式
デ
ー
タ
は
な
い
が
、
税
務
研
究
会
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
上

場
企
業
の
二
〇
一
五
年
三
月
末
決
算
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
を
調
査
し
た
結
果
、
日
本
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
導
入
社
数
と
件
数
は
一
七
一
社
、

一
七
九
件
で
あ
っ
た
（
前
年
度
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
二
三
社
、
二
四
件
増
加
）。
制
度
設
計
（
ス
キ
ー
ム
）
は
、
一
七
九
件
中
「
従
業
員
持
株
会
連

携
型
」
が
一
一
四
件
（
約
六
割
）
を
占
め
て
い
る（
1（
（

。

㈡　

日
本
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
導
入
の
メ
リ
ッ
ト

　

従
来
の
従
業
員
持
株
会
に
は
、
従
業
員
の
愛
社
精
神
な
い
し
生
産
性
の
向
上
、
ま
た
は
従
業
員
の
財
産
形
成
と
い
う
利
点
が
あ
る
と
さ

れ
る
。
こ
の
点
は
、
従
業
員
持
株
会
連
携
型
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
株
式
給
付
型
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
の
場
合
、
従
業
員
は

拠
出
金
な
し
に
自
社
株
式
保
有
者
と
な
り
、
勤
務
先
企
業
の
成
長
が
各
従
業
員
の
利
潤
に
つ
な
が
る
構
図
が
よ
り
は
っ
き
り
す
る
た
め
、

仕
事
へ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
は
、
従
業
員
の
金
銭
的
利
益
と
株
主
の
利

益
と
の
連
動
性
を
高
め
る
だ
け
で
な
く
、
従
業
員
の
貢
献
に
報
い
、
従
業
員
の
企
業
へ
帰
属
意
識
の
高
揚
や
経
営
参
画
意
識
の
向
上
に
つ

な
が
る
と
さ
れ
て
い
る（
11
（

。

　

ま
た
、
従
来
の
従
業
員
持
株
会
に
お
い
て
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
た
め
、
株
式
の
買
い
付
け
は
、
基
本
的
に
毎
月
一
定
の
日
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に
機
械
的
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
持
株
会
に
よ
る
買
い
付
け
が
当
該
企
業
の
株
価
の
定
期
的
な
変
動
要
因
に

な
り
、
そ
れ
を
見
越
し
た
売
買
が
投
資
家
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
買
い
付
け
指
定
日
に
は
株
価
が
上
昇
し
、
持
株
会
に
よ
る

取
得
コ
ス
ト
が
か
さ
み
が
ち
で
あ
っ
て
、
株
式
の
流
動
性
が
低
い
企
業
の
場
合
、
予
定
し
た
株
数
の
買
い
付
け
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く

な
る
な
ど
の
問
題
点
が
あ
っ
た（
11
（

。
日
本
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
の
場
合
、
対
象
株
式
は
信
託
な
ど
の
ビ
ー
ク
ル
が
一
括
取
得
し
、
一
定
の
信
託
期
間

を
か
け
て
時
価
で
持
株
会
に
譲
渡
し
て
い
く
仕
組
み
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
イ
ン
パ
ク
ト
が
生
じ
る
こ
と
な
く
、
株
式
取
得

コ
ス
ト
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
、
株
式
の
流
動
性
が
低
い
企
業
で
あ
っ
て
も
、
予
定
し
た
株
数
の
買
い
付
け
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な

る
（
11
（

。

四　

従
業
員
持
株
制
度
に
お
け
る
法
的
問
題
点

㈠　

自
己
株
式
に
関
す
る
規
制

　

第
三
者
の
名
義
に
よ
る
会
社
の
株
式
の
取
得
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
導
入
会
社
の
計
算
に
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
己
株

式
の
取
得
と
し
て
、
取
得
手
続
規
制
や
取
得
財
源
に
よ
る
制
限
（
会
社
法
一
五
六
条
以
下
、
四
六
一
条
）
を
受
け
る
と
解
さ
れ
て
い
る（
11
（

。
伝

統
的
な
従
業
員
持
株
制
度
の
場
合
、
会
社
が
奨
励
金
の
付
与
や
運
営
費
用
の
補
充
を
行
う
こ
と
が
従
業
員
の
生
産
性
や
勤
労
意
欲
を
向
上

さ
せ
る
た
め
、
会
社
お
よ
び
そ
の
一
般
株
主
に
と
っ
て
も
利
益
で
あ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
財
政
的
援
助
を
会
社
が
行
っ
て
も
、
対
象
株

式
の
取
得
は
自
己
株
式
取
得
規
制
に
服
さ
な
い
と
い
う
見
解
が
多
数
説
で
あ
る（
11
（

。

　

日
本
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
を
導
入
す
る
と
き
、
ビ
ー
ク
ル
が
導
入
企
業
株
式
を
第
三
者
か
ら
取
得
す
る
場
合
、
導
入
企
業
が
他
人
名
義
で
自
己

株
式
を
取
得
す
る
と
解
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
日
本
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
に
よ
る
取
得
株
式
は
、
議
決
権
行
使
の
禁
止
や
剰
余
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金
の
配
当
が
受
け
ら
れ
な
い
か
ら
、
日
本
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
導
入
の
意
義
が
著
し
く
減
殺
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
信
託
に
よ

る
対
象
株
式
の
取
得
が
、
導
入
会
社
の
計
算
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
自
己
株
式
に
関
す
る
規
制
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
か
否
か

と
い
う
こ
と
が
論
点
と
な
る（
11
（

。

　

株
式
の
取
得
が
導
入
会
社
の
計
算
に
よ
る
か
否
か
は
、
ビ
ー
ク
ル
が
取
得
資
金
を
ど
こ
か
ら
得
た
か
、
取
得
に
か
か
る
意
思
決
定
の
所

在
、
取
得
株
式
に
対
す
る
支
配
等
を
総
合
的
に
見
て
判
断
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る（
11
（

。
株
式
の
取
得
が
、
福
利
厚
生
の
一
環
と
し

て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
取
得
資
金
に
つ
い
て
は
、
導
入
会
社
が
従
業
員
の
福
利
厚
生
や
勤
労
意

欲
の
向
上
を
図
る
た
め
の
負
担
と
し
て
そ
の
額
が
合
理
的
な
範
囲
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
導
入
企
業
が
ビ
ー
ク
ル

か
ら
債
務
保
証
に
対
す
る
保
証
料
を
収
受
す
る
場
合
、
保
証
料
の
金
額
は
保
証
内
容
に
応
じ
る
経
済
的
合
理
性
に
見
合
っ
た
金
額
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
金
額
の
判
断
は
、
客
観
的
な
第
三
者
専
門
家
に
依
頼
す
べ
き
と
い
う
見
解
が
あ
る（
11
（

。
ま
た
、
取
得
に
か

か
る
意
思
決
定
の
所
在
お
よ
び
取
得
株
式
に
対
す
る
支
配
の
問
題
に
つ
い
て
、
ビ
ー
ク
ル
が
保
有
す
る
対
象
株
式
に
対
し
て
導
入
企
業
の

支
配
が
及
ば
な
い
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
議
決
権
の
行
使
な
ど
ビ
ー
ク
ル
に
帰
属
す
る
対
象
株
式
の
権
限
行
使
が
、
導
入
会

社
か
ら
完
全
に
独
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
11
（

。
さ
ら
に
、
対
象
株
式
の
配
当
や
対
象
株
式
の
株
価
の
上
昇
に
よ
る
利
益
が
導
入
企
業
に
帰

属
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る（
1（
（

。

㈡　

仮
装
払
込
と
の
関
係

　

募
集
株
式
の
発
行
の
際
の
払
込
資
金
の
出
所
が
会
社
自
身
で
あ
る
場
合
に
は
、「
仮
装
払
込
」
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
有
効
な
払
込
は

な
い
と
解
さ
れ
て
い
る（
11
（

。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
募
集
株
式
の
発
行
等
の
引
受
人
は
、
払
込
み
を
仮
装
し
た
払
込
金
額
の
全
額
を
支
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
会
社
法
二
一
三
条
の
二
第
一
項
一
号
）。
ま
た
、
募
集
株
式
の
発
行
等
の
引
受
人
は
、
そ
の
支
払
が
さ
れ
た
後
で
な
け
れ

ば
、
出
資
の
履
行
を
仮
装
し
た
募
集
株
式
に
つ
い
て
、
株
主
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
会
社
法
二
〇
九
条
三
項
）。
そ
し
て
、
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ビ
ー
ク
ル
が
株
式
を
取
得
す
る
手
段
と
し
て
、
導
入
会
社
か
ら
募
集
株
式
の
発
行
等
に
よ
り
株
式
を
取
得
す
る
場
合
、
そ
の
払
込
資
金
の

出
所
が
導
入
企
業
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
仮
装
払
込
と
評
価
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
取
締
役
会

決
議
や
株
主
総
会
決
議
を
経
て
金
銭
を
確
定
的
に
拠
出
し
て
い
れ
ば
、
当
該
金
銭
は
従
業
員
の
福
利
厚
生
費
と
し
て
信
託
に
帰
属
し
、
そ

の
金
銭
が
株
式
払
込
金
と
し
て
導
入
企
業
に
払
い
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
払
込
み
の
実
質
が
あ
り
有
効
で
あ
る
と
の
見
解
が
示
さ
れ

て
い
る（
11
（

。

㈢　

利
益
供
与
禁
止
規
定
と
の
関
係

　

会
社
法
一
二
〇
条
一
項
は
、

株
式
会
社
は
、
何
人
に
対
し
て
も
、
株
主
の
権
利
、
当
該
株
式
会
社
に
係
る
適
格
旧
株
主
（
第
八
四
七
条
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
適
格

旧
株
主
を
い
う
）
の
権
利
又
は
当
該
株
式
会
社
の
最
終
完
全
親
会
社
等
（
第
八
四
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
最
終
完
全
親
会
社
等
を
い

う
）
の
株
主
の
権
利
の
行
使
に
関
し
、
財
産
上
の
利
益
の
供
与
（
当
該
株
式
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
の
計
算
に
お
い
て
す
る
も
の
に
限
る
）

を
し
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
同
条
二
項
は
、

株
式
会
社
が
特
定
の
株
主
に
対
し
て
無
償
で
財
産
上
の
利
益
の
供
与
を
し
た
と
き
は
、
当
該
株
式
会
社
は
、
株
主
の
権
利
の
行
使
に

関
し
、
財
産
上
の
利
益
の
供
与
を
し
た
も
の
と
推
定
す
る
。
株
式
会
社
が
特
定
の
株
主
に
対
し
て
有
償
で
財
産
上
の
利
益
の
供
与
を

し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
株
式
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
の
受
け
た
利
益
が
当
該
財
産
上
の
利
益
に
比
し
て
著
し
く
少
な
い
と
き
も
、
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同
様
と
す
る
。

と
規
定
し
て
い
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
従
業
員
持
株
制
度
を
導
入
す
る
時
、
株
式
取
得
資
金
と
し
て
、
企
業
か
ら
奨
励
金
を
支
給
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の

場
合
は
、
会
社
法
に
よ
る
利
益
供
与
禁
止
規
定
に
違
反
す
る
か
否
か
が
問
題
に
な
る
。

　

そ
れ
に
つ
い
て
、
奨
励
金
の
支
給
が
従
業
員
の
財
産
形
成
等
の
福
利
厚
生
が
主
要
目
的
で
あ
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
れ
ば
、「
株
主
の
権

利
の
行
使
に
関
し
」
て
な
さ
れ
た
こ
と
の
推
定
が
覆
り
、
利
益
供
与
禁
止
規
定
に
反
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
と
判
断
し
た
裁
判
例
が
あ
る
。

例
え
ば
、
福
井
地
判
昭
和
六
〇
年
三
月
二
九
日
金
融
・
商
事
判
例
七
二
〇
号
四
〇
頁
（
熊
谷
組
事
件
）
は
、
①
従
業
員
が
持
株
会
へ
の
入

退
会
を
す
る
に
つ
き
特
段
の
制
約
は
な
い
こ
と
、
②
取
得
し
た
株
式
の
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
、
各
会
員
の
独
立
性
が
確
保
さ
れ
て
お

り
、
さ
ら
に
、
持
株
会
の
役
員
の
選
出
方
法
を
含
め
熊
谷
組
の
取
締
役
ら
の
意
思
を
持
株
会
会
員
の
有
す
る
株
式
の
議
決
権
行
使
に
反
映

さ
せ
る
方
法
は
制
度
上
な
い
こ
と
、
③
会
員
は
、
保
有
株
式
数
が
一
定
限
度
を
超
え
た
場
合
に
は
そ
の
超
え
た
株
式
を
自
由
に
処
分
す
る

こ
と
も
で
き
る
こ
と
、
④
奨
励
金
の
額
又
は
割
合
は
、
持
株
会
規
約
等
の
趣
旨
な
い
し
目
的
以
外
の
何
ら
か
の
他
の
目
的
を
有
す
る
ほ
ど

の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
認
定
し
た
。
そ
れ
に
、
熊
谷
組
が
持
株
会
会
員
に
対
し
て
な
す
奨
励
金
の
支
払
い
は
、
従
業
員
に
対
す
る
福
利

厚
生
の
一
環
等
の
目
的
を
も
っ
て
し
た
も
の
と
認
め
、
株
主
の
権
利
の
行
使
に
関
し
て
な
し
た
も
の
と
の
推
定
は
覆
え
る
と
し
た
（
ま
た
、

従
業
員
持
株
制
度
と
株
主
平
等
原
則
の
関
係
に
つ
い
て
、
本
事
件
は
「
奨
励
金
は
株
主
た
る
地
位
に
基
づ
き
支
給
す
る
も
の
で
な
く
、
熊
谷
組
の
従
業
員
等

の
地
位
に
基
づ
き
支
給
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
」、
奨
励
金
の
支
出
は
株
主
平
等
の
原
則
に
反
し
な
い
と
判
断
し
た
）。
も
っ
と
も
、
持
株

会
会
員
の
議
決
権
行
使
に
関
し
て
実
態
上
会
社
か
ら
の
独
立
性
に
疑
問
を
呈
す
る
見
解
が
あ
り（
11
（

、
議
決
権
等
の
行
使
に
対
す
る
取
締
役
ら

の
影
響
を
排
除
し
な
い
場
合
、
利
益
供
与
禁
止
規
定
に
違
反
す
る
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ
っ
た（
11
（

。
そ
し
て
、
持
株
会

の
制
度
・
運
営
上
、
議
決
権
の
行
使
に
対
し
て
会
社
が
影
響
力
を
行
使
し
得
る
か
否
か
が
、
奨
励
金
付
与
の
主
要
な
目
的
が
従
業
員
の
財
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産
形
成
に
あ
る
か
否
か
の
判
断
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
と
解
す
る
の
が
多
数
説
で
あ
る（
11
（

。

　

日
本
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
の
場
合
は
、
導
入
企
業
に
よ
る
従
業
員
持
株
信
託
へ
の
財
産
の
拠
出
は
、
従
業
員
持
株
信
託
が
導
入
企
業
の
株
式
を

取
得
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
株
主
の
権
利
行
使
」
に
関
し
て
な
さ
れ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
可
能
性

が
あ
る（
11
（

。
そ
の
た
め
、
従
来
の
持
株
制
度
の
よ
う
に
、
従
業
員
の
財
産
形
成
等
の
福
利
厚
生
が
主
要
目
的
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
会
社
に
よ
る
資
金
提
供
が
、
従
業
員
持
株
会
に
対
す
る
奨
励
金
と
い
う
形
で
も
行
わ
れ
て
い
る
な
ら
、
ビ
ー
ク
ル
に
よ
る
借
入

金
へ
の
保
証
と
あ
わ
せ
て
、
適
正
な
金
額
の
水
準
で
あ
る
か
の
検
討
も
必
要
と
な
っ
て
く
る（
11
（

。
ま
た
、
導
入
企
業
が
保
証
契
約
に
よ
り
負

担
す
る
リ
ス
ク
に
応
じ
た
適
正
な
額
の
保
証
料
を
従
業
員
持
株
信
託
か
ら
徴
収
し
な
い
場
合
に
は
、
会
社
法
一
二
〇
条
一
項
に
い
う
「
財

産
上
の
利
益
」
を
供
与
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
と
の
指
摘
も
あ
る（
11
（

。

㈣　

ス
キ
ー
ム
導
入
の
た
め
の
第
三
者
割
当
と
不
公
正
発
行

1　

問
題
の
所
在

　

従
業
員
持
株
会
が
保
有
す
る
株
式
の
議
決
権
に
つ
い
て
、
経
営
陣
に
よ
る
支
配
が
お
よ
び
、
ま
た
、
そ
う
で
な
く
と
も
、
従
業
員
は
経

営
陣
に
好
意
的
な
議
決
権
行
使
を
す
る
と
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
支
配
権
維
持
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
る
危
険
が
あ
る（
11
（

。
ま

た
、
対
象
株
式
を
取
得
す
る
手
段
と
し
て
、
導
入
会
社
が
ビ
ー
ク
ル
に
対
し
て
募
集
株
式
を
割
り
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
支
配
権
の
変

動
を
不
当
に
生
じ
さ
せ
る
場
合
も
あ
り
、
こ
れ
は
、「
著
し
く
不
公
正
な
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合
」
に
該
当
し
、
募
集
株
式
の
発
行

等
の
差
止
め
（
会
社
法
二
一
〇
条
二
項
）
の
対
象
と
な
り
得
る（
1（
（

。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
四
年
ダ
イ
ヤ
通
商
事
件
が
あ
る
。

2　

ダ
イ
ヤ
通
商
事
件
の
概
要

　

東
京
高
決
平
成
二
四
年
七
月
一
二
日
金
融
・
商
事
判
例
一
四
〇
〇
号
五
二
頁
（
新
株
発
行
差
止
仮
処
分
命
令
申
立
事
件
。
以
下
、
同
事
件
を

「
本
件
」
と
い
う
）
は
、
日
本
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
導
入
の
た
め
、
Y
社
（
相
手
方
）
が
行
っ
た
第
三
者
割
当
方
式
に
よ
る
新
株
発
行
が
、
著
し
く
不
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公
正
な
方
法
に
よ
る
新
株
発
行
（
会
社
法
二
一
〇
条
二
号
）
に
該
当
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
事
件
で
あ
る
。

　

Y
社
は
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｑ
市
場
に
株
式
を
上
場
し
て
い
る
株
式
会
社
で
あ
り
、
取
締
役
会
お
よ
び
監
査
役
会
を
設
置
し
て
い
る
。
平
成

二
四
年
六
月
一
五
日
当
時
、
Y
社
の
発
行
済
株
式
総
数
は
七
五
五
万
二
〇
〇
〇
株
、
総
株
主
の
議
決
権
数
は
七
四
九
〇
個
で
あ
っ
た
。
X

（
抗
告
人
）
は
、
本
件
申
立
て
当
時
、
Y
社
の
株
式
を
一
五
八
万
四
四
〇
〇
株
（
議
決
権
数
一
五
八
四
個
、
総
株
主
の
議
決
権
数
に
占
め
る
割
合
二

一
・
一
四
％
）
を
有
す
る
筆
頭
株
主
で
あ
り
、
昭
和
五
七
年
六
月
二
九
日
か
ら
平
成
二
二
年
一
月
三
一
日
ま
で
は
Y
社
の
代
表
取
締
役
を

務
め
、
同
日
に
取
締
役
お
よ
び
代
表
取
締
役
を
退
任
し
た
後
は
、
相
談
役
と
し
て
取
締
役
会
に
出
席
し
て
い
る
。
Z1
（
参
加
人
）
は
、
平

成
二
二
年
二
月
一
日
以
降
、
Y
社
の
代
表
取
締
役
を
務
め
て
い
る
者
で
あ
る
。
本
件
申
立
て
当
時
、
Y
社
の
取
締
役
会
は
、
Z1
、
常
勤
取

締
役
で
あ
る
A
、
社
外
取
締
役
で
あ
る
B
の
三
名
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。

　

Z1
は
、
日
本
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
に
関
心
を
持
ち
、
平
成
二
三
年
六
月
下
旬
頃
か
ら
、
そ
の
導
入
に
向
け
、
弁
護
士
や
公
認
会
計
士
を
交
え
た

検
討
を
開
始
し
た
。
同
年
一
二
月
頃
に
は
、
Y
社
が
導
入
す
る
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
の
内
容
が
確
定
し
、
そ
の
導
入
に
向
け
た
準
備
が
整
っ
た
（
以

下
、
こ
れ
を
「
本
件
ス
キ
ー
ム
」
と
い
う
）。
Z1
は
、
平
成
二
四
年
一
月
頃
ま
で
に
は
、
本
件
ス
キ
ー
ム
の
導
入
の
準
備
を
整
え
た
も
の
の
、

当
時
、
Y
社
の
株
価
は
高
値
で
推
移
し
て
お
り
、
導
入
の
メ
リ
ッ
ト
が
減
殺
さ
れ
る
た
め
、
株
価
が
下
落
す
る
ま
で
そ
の
導
入
を
見
送
る

こ
と
と
し
た
。
な
お
、
Z1
は
、
本
件
ス
キ
ー
ム
の
検
討
を
、
A
お
よ
び
Y
社
の
従
業
員
の
一
部
の
み
と
の
間
で
行
い
、
B
や
監
査
役
ら
に

は
、
そ
の
検
討
内
容
を
伝
え
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
検
討
さ
れ
た
ス
キ
ー
ム
の
概
要
は
、
特
別
目
的
事
業
体
（SPV

: Special 

Purpose V
ehicle

）
と
し
て
設
立
さ
れ
た
Z2
（
当
事
者
参
加
人
、
Y
社
持
株
会
支
援
会
）
が
、
Y
社
に
よ
る
連
帯
保
証
の
も
と
、
金
融
機
関
か

ら
資
金
を
借
り
入
れ
、
こ
の
資
金
で
Y
社
が
発
行
す
る
株
式
を
取
得
し
、
Y
社
の
従
業
員
持
株
会
が
Z2
か
ら
毎
月
一
定
額
の
株
式
を
時
価

で
買
い
付
け
、
Z2
は
そ
の
譲
渡
代
金
で
金
融
機
関
に
借
入
金
の
返
済
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
Z2
は
、
Y
社
の
株
式
に
係
る

議
決
権
を
行
使
す
る
場
合
に
は
、
持
株
会
の
議
決
権
行
使
結
果
を
比
例
的
に
実
現
す
る
態
様
に
お
い
て
行
使
す
る
も
の
と
さ
れ
、
Y
社
お

よ
び
そ
の
役
員
は
、
持
株
会
お
よ
び
Z2
に
よ
る
議
決
権
等
の
行
使
に
係
る
意
思
決
定
を
行
う
法
的
権
限
を
有
さ
ず
、
事
実
上
も
こ
れ
を
行
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っ
て
は
な
ら
ず
、
他
の
一
般
株
主
に
対
す
る
情
報
提
供
の
範
囲
を
超
え
て
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。

　

平
成
二
四
年
四
月
、
X
は
、
Z1
が
A
と
結
託
し
て
第
三
者
割
当
増
資
を
実
施
す
る
な
ど
し
て
、
会
社
支
配
権
を
奪
取
す
る
の
で
は
な
い

か
と
危
惧
し
、
Z1
を
牽
制
す
る
た
め
、
同
年
六
月
に
開
催
予
定
の
定
時
株
主
総
会
（
以
下
「
本
件
定
時
総
会
」
と
い
う
）
に
つ
い
て
、
取
締

役
一
名
を
増
員
し
、
C
を
取
締
役
候
補
者
と
す
る
旨
の
株
主
提
案
を
し
た
。
Z1
と
X
が
協
議
し
た
結
果
、
同
年
四
月
一
七
日
に
開
催
さ
れ

た
取
締
役
会
に
お
い
て
、
X
の
株
主
提
案
と
同
内
容
の
会
社
提
案
を
本
件
定
時
総
会
に
上
程
す
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
、
X
は
上
記
株
主
提

案
を
撤
回
し
た
。
そ
の
後
、
Z1
は
、
Y
社
内
部
監
査
室
の
報
告
に
基
づ
き
、
C
を
取
締
役
の
候
補
者
と
し
て
提
案
す
る
こ
と
は
好
ま
し
く

な
い
と
し
て
、
同
年
五
月
一
四
日
、
X
に
対
し
、
C
に
代
わ
る
取
締
役
候
補
者
の
推
薦
を
依
頼
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
X
は
こ
れ
に
応

じ
な
か
っ
た
。

　

Z1
は
、
平
成
二
四
年
六
月
頃
、
Y
社
の
株
価
が
下
落
し
、
本
件
ス
キ
ー
ム
を
導
入
す
る
環
境
が
整
っ
た
と
考
え
た
こ
と
か
ら
、
同
月
一

三
日
の
取
締
役
会
に
お
い
て
、
発
行
新
株
数
を
六
九
万
株
、
一
株
当
た
り
の
払
込
金
額
を
七
二
円
、
払
込
期
日
を
平
成
二
四
年
七
月
二
日

と
す
る
本
件
ス
キ
ー
ム
の
導
入
を
提
案
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
B
取
締
役
お
よ
び
監
査
役
ら
が
、
本
件
ス
キ
ー
ム
は
経
営
陣
の
保
身
で
は

な
い
か
な
ど
と
し
て
、
こ
れ
に
強
硬
に
反
対
し
た
こ
と
か
ら
、
Z1
は
、
同
日
の
取
締
役
会
に
お
け
る
採
決
を
見
送
っ
た
。
Y
社
の
取
締
役

お
よ
び
監
査
役
ら
は
、
同
月
一
五
日
に
も
再
度
本
件
ス
キ
ー
ム
の
導
入
に
つ
い
て
協
議
し
た
が
、
や
は
り
B
取
締
役
お
よ
び
監
査
役
ら
は
、

こ
れ
に
強
く
反
対
し
た
。

　

Z1
は
、
本
件
定
時
総
会
の
前
日
で
あ
る
平
成
二
四
年
六
月
二
七
日
に
開
催
さ
れ
た
取
締
役
会
（
以
下
「
本
件
取
締
役
会
」
と
い
う
）
に
お

い
て
、
B
取
締
役
と
監
査
役
ら
の
反
対
が
あ
っ
た
も
の
の
、
A
取
締
役
の
賛
成
を
得
て
、
C
を
取
締
役
候
補
者
と
す
る
会
社
提
案
を
撤
回

す
る
こ
と
を
決
議
す
る
と
と
も
に
、
発
行
新
株
数
を
六
七
万
株
、
一
株
当
た
り
の
払
込
金
額
を
七
四
円
、
払
込
期
日
を
同
年
七
月
一
三
日

と
し
、
こ
れ
を
す
べ
て
Z2
に
割
り
当
て
る
新
株
発
行
（
以
下
「
本
件
新
株
発
行
」
と
い
う
）
に
係
る
決
議
（
以
下
「
本
件
取
締
役
会
決
議
」
と
い

う
）
を
し
た
。
本
件
新
株
発
行
後
の
X
の
持
株
比
率
は
、
二
〇
・
九
八
％
か
ら
一
九
・
二
五
％
と
な
る
。
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X
は
、
本
件
新
株
発
行
は
、
会
社
法
二
一
〇
条
二
号
所
定
の
著
し
く
不
公
正
な
方
法
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
本
件
新
株
発
行
を

仮
に
差
し
止
め
る
よ
う
求
め
た
。
Z1
は
、
Y
社
の
た
め
に
補
助
参
加
し
た
。
Z2
は
、
独
立
当
事
者
参
加
人
と
し
て
、
Y
社
に
対
し
て
本
件

新
株
発
行
を
仮
に
す
る
よ
う
求
め
る
旨
を
申
し
立
て
た
。

3　

第
一
審
の
判
断

　

第
一
審
（
東
京
地
決
平
成
二
四
年
七
月
九
日
金
融
・
商
事
判
例
一
四
〇
〇
号
四
五
頁
。
以
下
、
同
決
定
を
「
原
決
定
」
と
い
う
）
は
、
会
社
の
経
営

支
配
権
に
つ
き
争
い
が
あ
る
状
況
の
下
で
、
X
の
持
株
比
率
に
一
定
の
不
利
益
を
与
え
る
新
株
発
行
が
さ
れ
る
も
の
の
、
本
件
新
株
発
行

が
X
の
影
響
力
低
下
を
主
要
な
目
的
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
疎
明
は
な
い
と
し
て
、
各
申
立
て
を
却
下
し
た
。

　

そ
の
理
由
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①
本
件
新
株
発
行
を
含
む
本
件
ス
キ
ー
ム
は
、
X
と
Z1
と
の
間
の
確
執
が
表
面
化
す
る
前
で
あ

る
平
成
二
三
年
六
月
頃
か
ら
弁
護
士
や
公
認
会
計
士
を
交
え
た
検
討
が
重
ね
ら
れ
、
平
成
二
四
年
一
月
頃
ま
で
に
は
そ
の
導
入
の
た
め
の

準
備
が
整
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
ス
キ
ー
ム
自
体
が
、
X
の
影
響
力
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
導
入
さ
れ
た

と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
②
本
件
ス
キ
ー
ム
は
、
Y
社
か
ら
独
立
性
を
有
す
る
参
加
人
持
株
会
支
援
会
が
株
式
を
一
括
し
て
取
得
し
、

そ
の
議
決
権
を
従
業
員
の
意
思
決
定
に
か
か
ら
し
め
、
参
加
人
持
株
会
支
援
会
の
解
散
時
に
は
そ
の
残
余
財
産
を
持
株
会
ひ
い
て
は
従
業

員
に
帰
属
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
議
決
権
の
行
使
に
会
社
経
営
陣
の
不
当
な
支
配
が
及
ば
な
い
よ
う
な
配
慮
も
さ
れ
て
い
る
な

ど
、
経
産
省
の
検
討
会
の
報
告
書
の
内
容
に
お
お
む
ね
沿
っ
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
株
価
お
よ
び
業
績
向
上
へ
の
従
業
員
の
意
欲
や
士

気
の
向
上
な
ら
び
に
従
業
員
を
通
じ
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
向
上
等
を
図
る
と
い
う
導
入
目
的
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
。

③
本
件
新
株
発
行
に
よ
る
X
の
持
株
比
率
の
低
下
は
、
二
〇
・
九
八
％
か
ら
一
九
・
二
五
％
に
低
下
す
る
程
度
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
こ

ろ
、
従
来
の
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
の
行
使
割
合
や
、
X
が
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
の
で
き
る
株
式
数
に
つ
い
て
の
疎
明
は
な
く
、

上
記
の
持
株
比
率
の
低
下
が
、
X
の
株
主
と
し
て
の
権
利
の
行
使
に
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

前
記
の
と
お
り
参
加
人
持
株
会
支
援
会
の
株
式
の
議
決
権
は
従
業
員
の
意
思
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
参
加
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人
Z1
の
意
思
が
当
然
に
反
映
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
本
件
新
株
発
行
は
、
X
の
Y
社
に
対
す
る
影
響
力
を
低
下
さ
せ
る

も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
に
決
定
的
な
打
撃
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
ま
で
は
認
め
ら
れ
ず
、
こ
れ
に
よ
り
X
が
受
け
る
不
利
益
が
重
大

で
あ
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
。
④
本
件
新
株
発
行
は
、
こ
れ
が
最
初
に
取
締
役
会
に
提
案
さ
れ
た
平
成
二
四
年
六
月
一
三
日
の
時
点
で
、

本
件
定
時
総
会
の
後
に
払
込
期
日
が
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
が
本
件
定
時
総
会
に
お
け
る
X
の
議
決
権
に
影
響
を
与

え
る
こ
と
を
狙
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
本
件
取
締
役
会
決
議
が
本
件
定
時
総
会
の
直
前
に
強
行
さ
れ

た
こ
と
を
も
っ
て
、
直
ち
に
、
そ
の
目
的
が
X
の
影
響
力
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
推
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

4　

第
二
審
の
判
断

　

X
は
、
本
件
新
株
発
行
が
X
の
影
響
力
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
を
主
要
な
目
的
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
原
決
定

に
事
実
誤
認
が
あ
る
と
し
て
抗
告
し
た
（
以
下
、
第
二
審
の
決
定
を
「
本
件
決
定
」
と
い
う
）。
第
二
審
は
、
以
下
の
理
由
で
、
抗
告
を
棄
却

し
た
。
①
既
に
認
定
し
た
通
り
、
本
件
ス
キ
ー
ム
の
検
討
は
、
平
成
二
三
年
六
月
頃
か
ら
始
め
ら
れ
、
弁
護
士
、
公
認
会
計
士
等
と
協
議

し
、
経
済
産
業
省
の
検
討
会
報
告
書
を
参
考
に
し
つ
つ
検
討
が
進
め
ら
れ
、
そ
の
導
入
は
、
従
業
員
の
意
欲
や
士
気
を
高
め
る
こ
と
、
従

業
員
を
通
じ
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
さ
れ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
②
本
件
新
株
発
行

に
よ
る
Y
社
株
主
間
の
保
有
比
率
等
の
変
動
は
著
し
い
も
の
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
X
の
主
張
す
る
よ
う
な
多
大
な
影
響
を
直
ち
に
生
じ

る
も
の
と
は
認
め
難
く
、
Y
社
に
お
け
る
株
主
の
分
布
、
保
有
比
率
等
に
照
ら
す
と
、
X
が
今
後
の
株
主
総
会
に
お
い
て
状
況
に
応
じ
て

過
半
数
を
確
保
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
③
確
か
に
、
取
締
役
会
お
よ
び
株
主
総
会
に
お
け
る
議
事

進
行
に
は
、
対
立
両
派
の
動
向
を
反
映
し
た
強
硬
あ
る
い
は
強
引
な
点
も
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
件
新
株
発
行
の
趣

旨
目
的
等
は
、
取
締
役
会
の
議
決
方
式
を
経
て
そ
の
発
行
が
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
上
記
事
情
が
直
ち
に
本
件
新
株
発
行
が
X

の
影
響
力
を
低
下
さ
せ
る
た
め
に
な
さ
れ
た
こ
と
を
推
知
さ
せ
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
④
Y
社
は
、
平
成
二
四
年
度
中
に
経

営
す
る
サ
イ
ク
ル
シ
ョ
ッ
プ
を
三
店
舗
出
店
す
る
予
定
で
あ
り
、
平
成
二
四
年
三
月
一
九
日
に
は
第
一
号
店
の
出
店
計
画
が
稟
議
に
か
け
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ら
れ
、
決
裁
が
終
了
し
て
お
り
、
本
件
新
株
発
行
に
伴
う
調
達
資
金
は
、
こ
の
資
金
需
要
に
応
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。

5　

本
件
決
定
の
判
断
枠
組
み

　

新
株
発
行
が
「
著
し
く
不
公
正
な
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合
」
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
従
来
の
裁
判
例
で
は
、
従
前
の
株

主
の
持
株
比
率
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
新
株
発
行
が
行
わ
れ
た
場
合
、
そ
の
新
株
発
行
が
特
定
の
株
主
の
持
株
比
率
を
低
下
さ

せ
、
現
経
営
陣
の
支
配
権
維
持
を
主
要
な
目
的
と
し
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
新
株
発
行
を
不
公
正
と
す
る
判
断
枠
組
み
で

あ
る
「
主
要
目
的
ル
ー
ル
」
が
採
用
さ
れ
て
い
た（
11
（

。
ま
た
、
近
時
の
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
具
体
的
に
判
断
す
る
と
き
、
資
金
調
達
の
必

要
性
を
中
心
に
、
新
株
発
行
の
前
提
と
な
る
事
業
計
画
や
提
携
計
画
等
を
踏
ま
え
、
そ
れ
ら
の
合
理
性
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
・
検
討
を

行
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る（
11
（

。
本
件
決
定
は
、
前
述
の
判
断
枠
組
み
の
よ
う
に
、
本
件
ス
キ
ー
ム
の
背
景
・
目
的
、
新
株
発
行
の
時
点
、
従

来
の
株
主
へ
の
影
響
な
ど
の
点
を
総
合
的
に
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
本
件
で
Ｓ
Ｐ
Ｖ
に
対
し
て
な
さ
れ
た
新
株
発
行
に
は
、
伝
統
的
な

資
金
調
達
の
目
的
以
外
に
、
従
業
員
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
向
上
や
財
産
形
成
と
い
っ
た
目
的
が
あ
っ
た
と
い
う
特
殊
性
が
あ
る
。

　

本
件
の
争
点
と
し
て
、
①
会
社
の
支
配
権
に
つ
い
て
争
い
が
あ
る
こ
と
、
②
発
行
す
る
新
株
の
数
が
持
株
比
率
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ

す
こ
と
、
お
よ
び
③
当
該
発
行
の
主
要
な
目
的
が
現
経
営
陣
の
支
配
権
維
持
に
あ
る
こ
と
が
あ
る
。
本
件
決
定
は
、
①
に
つ
い
て
、
X
が

C
を
取
締
役
の
候
補
者
と
す
る
旨
の
株
主
提
案
を
し
て
か
ら
、
Z1
が
同
旨
の
会
社
提
案
を
撤
回
す
る
ま
で
の
経
緯
か
ら
、
Y
社
の
支
配
権

を
め
ぐ
る
争
い
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
。
②
に
つ
い
て
、
本
件
新
株
発
行
に
よ
り
Z2
は
Y
社
の
第
二
位
の
大
株
主
に
な
り
、
X
が
Y
社
の

株
主
総
会
に
お
い
て
過
半
数
を
占
め
る
に
当
た
っ
て
一
定
の
障
害
に
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
。
さ
ら
に
、「
本
件
新
株
発

行
は
、
Y
社
の
経
営
支
配
権
に
つ
き
争
い
が
あ
る
中
で
、
従
来
の
株
主
の
持
株
比
率
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
数
の
新
株
が
発
行
さ
れ
、

こ
れ
が
第
三
者
に
割
り
当
て
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
」
と
し
た
。
し
か
し
、
③
に
つ
い
て
は
、「
本
件
新
株
発
行
が
X
の
影

響
力
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
を
主
要
な
目
的
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
疎
明
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
X
の
本
件
申
立
て
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は
理
由
が
な
い
」
と
し
た
。

　

本
件
決
定
は
、
③
に
つ
い
て
原
決
定
の
判
断
を
是
認
し
た
、
そ
の
理
由
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
⒜
本
件
ス
キ
ー
ム
に
関
す
る
検
討

は
、
X
と
Z1
の
間
の
確
執
が
表
面
化
す
る
前
に
行
わ
れ
、
弁
護
士
、
公
認
会
計
士
等
と
協
議
し
、
経
済
産
業
省
の
検
討
会
報
告
書
を
参
考

に
し
つ
つ
検
討
が
進
め
ら
れ
た
。
⒝
Z2
の
株
式
の
議
決
権
の
行
使
に
会
社
経
営
陣
の
不
当
な
支
配
が
及
ば
な
い
よ
う
な
配
慮
が
さ
れ
、
議

決
権
の
行
使
は
従
業
員
の
意
思
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
⒞
本
件
取
締
役
会
決
議
が
さ
れ
た
当
時
の
Y
社
の
株
価
は
、

比
較
的
低
い
水
準
に
あ
り
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
本
件
ス
キ
ー
ム
を
導
入
す
る
こ
と
は
、
一
定
の
合
理
性
が
あ
っ
た
。
⒟
本
件
新
株
発
行

に
よ
る
X
の
持
株
比
率
の
低
下
が
、
X
の
株
主
と
し
て
の
権
利
の
行
使
に
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な

い
。
本
件
決
定
は
、
⒜
⒝
⒞
の
理
由
か
ら
、
本
件
新
株
発
行
の
主
要
な
目
的
は
現
経
営
陣
の
支
配
権
維
持
で
は
な
い
と
判
断
し
て
お
り
、

ま
た
、
⒟
の
理
由
か
ら
、
本
件
新
株
発
行
が
X
の
持
株
比
率
に
及
ぼ
す
影
響
は
重
大
で
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る（
11
（

。

6　

本
事
件
の
意
義

　

こ
の
事
件
に
鑑
み
る
と
、
ス
キ
ー
ム
導
入
の
た
め
の
第
三
者
割
当
が
著
し
く
不
公
正
な
方
法
に
よ
る
新
株
発
行
に
該
当
す
る
か
否
か
を

判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
検
討
を
要
す
る
。

　

ま
ず
、
ス
キ
ー
ム
自
体
に
つ
い
て
、
今
回
の
裁
判
所
は
「
本
件
ス
キ
ー
ム
の
検
討
は
…
…
弁
護
士
、
公
認
会
計
士
等
と
協
議
し
、
経
済

産
業
省
の
検
討
会
報
告
書
を
参
考
に
し
つ
つ
検
討
が
進
め
ら
れ
」
と
認
定
し
た
。
ま
た
、「
議
決
権
の
行
使
に
会
社
経
営
陣
の
不
当
な
支

配
が
及
ば
な
い
よ
う
協
定
条
項
が
定
め
ら
れ
る
等
の
配
慮
が
さ
れ
、
参
加
人
持
株
会
支
援
会
の
解
散
時
期
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
る
な

ど
」
を
理
由
と
し
て
、
本
件
ス
キ
ー
ム
は
導
入
目
的
に
適
合
し
た
制
度
設
計
が
さ
れ
て
い
る
も
の
と
判
断
し
た
。
し
か
し
、
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
の

趣
旨
が
従
業
員
に
対
す
る
福
利
厚
生
に
あ
る
旨
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
、「
報
告
書
」
を
参
考
に
し
た
こ
と
を
も
っ
て
、
Ｓ
Ｐ
Ｖ
等
へ
の

第
三
者
割
当
て
が
不
公
正
発
行
に
該
当
し
な
い
と
い
う
重
要
な
根
拠
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
指
摘
が
あ
る（
11
（

。
そ
れ
に
対
し
て
、
反
対
の
意

見
と
し
て
、
議
決
権
の
行
使
の
独
立
性
が
確
保
さ
れ
れ
ば
、
ス
キ
ー
ム
自
体
が
従
業
員
の
財
産
形
成
と
い
っ
た
目
的
に
合
致
す
る
制
度
で
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あ
る
か
は
と
も
か
く
、
そ
れ
を
少
な
く
と
も
現
経
営
者
の
支
配
権
の
維
持
・
確
保
の
た
め
に
機
能
さ
せ
る
の
は
極
め
て
困
難
で
あ
り
、
そ

の
た
め
の
新
株
発
行
の
不
公
正
性
を
推
認
さ
せ
る
も
の
と
は
評
価
し
難
い
と
い
う
意
見
が
あ
る（
11
（

。
ま
た
、
Y
社
に
お
い
て
本
当
に
日
本
版

Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
の
導
入
が
必
要
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
詳
し
く
検
討
す
べ
き
と
い
う
指
摘
が
あ
る（
11
（

。

　

以
上
は
、
日
本
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
を
導
入
す
る
と
き
、
そ
の
ス
キ
ー
ム
の
合
理
性
に
つ
い
て
、
ど
う
判
断
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

今
回
の
裁
判
所
は
、
経
産
省
報
告
書
の
内
容
に
沿
っ
た
点
を
重
視
し
た
が
、
日
本
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
を
導
入
す
る
際
に
は
、
通
常
、
経
産
省
報

告
書
を
参
考
に
し
て
進
め
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
は
あ
ま
り
意
味
あ
る
前
提
で
は
な
い
と
見
ら
れ
る（
11
（

。
実
際
に
判
断
す
る
と
き
に
は
、
経
産

省
報
告
書
の
内
容
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
、
具
体
的
に
詳
細
に
検
討
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
裁
判
所
は
ど
の
よ
う
に
判

断
す
べ
き
か
と
い
う
懸
念
が
あ
る（
11
（

。
そ
れ
に
つ
い
て
、
一
定
の
支
配
権
変
動
を
伴
う
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
そ
の
具
体
的
な
ス

キ
ー
ム
の
内
容
次
第
で
株
主
総
会
を
必
要
と
す
る
な
ど
と
い
っ
た
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
と
し
て
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の
創
設
や
、
場
合
に
よ
っ

て
は
立
法
上
の
手
当
て
も
検
討
さ
れ
て
い
く
べ
き
だ
と
い
う
意
見
が
あ
る（
11
（

。
さ
ら
に
、
支
配
権
の
争
い
が
あ
る
場
合
、
第
三
者
割
当
て
の

新
株
発
行
の
方
式
よ
り
、
上
場
株
式
の
買
付
け
の
方
式
を
勧
め
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
日
本
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
の
導

入
の
趣
旨
は
、
真
に
従
業
員
の
利
益
や
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
向
上
な
ど
を
保
証
で
き
る
と
思
う
。

　

ま
た
、
ス
キ
ー
ム
自
体
は
合
理
性
の
問
題
が
な
く
て
も
、
そ
の
新
株
発
行
は
支
配
権
の
維
持
が
目
的
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
事
情
が
あ
れ

ば
、
新
株
発
行
は
「
著
し
く
不
公
正
な
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合
」
と
判
断
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。
例
え
ば
、
既
存
株
主
の
持
株
比

率
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
、
そ
の
新
株
発
行
は
不
合
理
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
仮
に
支
配
権
争
い
が
顕

在
化
し
た
後
に
本
件
ス
キ
ー
ム
の
導
入
の
検
討
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
本
件
ス
キ
ー
ム
の
導
入
の
目
的
や
そ
の
時
期
の
合
理
性
が

よ
り
厳
し
く
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（
1（
（

。
こ
の
よ
う
な
問
題
が
存
在
す
る
か
否
か
は
、
ス
キ
ー
ム
を
導
入
す
る
際
に
注

意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
資
金
調
達
の
必
要
性
は
重
視
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
従
業
員
持
株
制
度
は
、
従
業
員
の
財
産
形
成
等
の
福
利
厚
生
を
主
要
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目
的
と
し
て
導
入
さ
れ
る
。
一
般
的
に
日
本
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
導
入
の
際
に
、
導
入
企
業
が
調
達
で
き
る
こ
と
に
な
る
資
金
に
つ
い
て
は
、
運

転
資
金
に
充
当
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
具
体
的
な
資
金
調
達
の
目
的
を
要
求
す
る
と
、
ス
キ
ー
ム
自
体
に
違
和
感
を
覚

え
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る（
11
（

。

五　

議
決
権
行
使
の
検
討

　

以
上
に
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
従
業
員
持
株
制
度
の
適
法
性
を
判
断
す
る
際
に
、
対
象
株
式
の
議
決
権
行
使
の
方
法
が
重
要
な
問

題
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
議
決
権
行
使
の
独
立
性
を
確
保
し
な
い
と
、
既
存
の
株
式
の
利
益
を
侵
害
し
、
奨
励
金
の
支
給
は
違
法
な
利

益
供
与
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
、
従
業
員
持
株
制
度
自
体
が
違
法
な
制
度
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
本
章
で
は
、
議
決
権
行
使
に
つ
い
て
、

さ
ら
に
検
討
し
よ
う
と
思
う
。

㈠　

従
来
の
持
株
制
度
に
お
け
る
議
決
権
行
使
方
法

　

対
象
株
式
に
関
し
て
、「
持
株
制
度
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
以
下
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
）
二
章
一
二
項
「
取
得
株
式
の
管
理

等
」
は
、「
従
業
員
持
株
会
が
取
得
し
た
株
式
は
、
理
事
長
名
義
と
し
、
会
員
を
共
同
委
託
者
、
理
事
長
を
受
託
者
と
す
る
管
理
信
託
財

産
と
し
て
保
管
す
る
も
の
」
と
す
る（
11
（

。
ま
た
、
対
象
株
式
の
議
決
権
行
使
に
つ
い
て
は
、「
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
は
、
理
事
長
が

行
使
す
る
が
、
各
会
員
は
総
会
ご
と
に
理
事
長
に
対
し
て
特
別
の
行
使
（
不
統
一
行
使
）
を
す
る
旨
の
指
示
が
で
き
る
こ
と
」
と
す
る（
11
（

。

「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
で
は
、
従
業
員
持
株
会
に
お
け
る
株
式
の
議
決
権
行
使
方
法
と
し
て
、
従
業
員
持
株
会
の
会
員
が
理
事
長
に
対
し
て

特
別
の
指
示
を
与
え
る
こ
と
を
奨
励
し
て
い
る
。

　

実
務
で
は
、
対
象
株
式
の
議
決
権
行
使
に
つ
い
て
、
通
常
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
よ
う
に
、
名
義
上
の
株
主
で
あ
る
理
事
長
が
実
質
上
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の
株
主
で
あ
る
持
株
会
の
会
員
に
代
わ
り
行
使
す
る
と
規
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
多
く
の
場
合
、
実
際
各
従
業
員
は
特
別
の
指
示
を
す
る

こ
と
は
な
く
、
理
事
長
は
経
営
者
側
の
提
案
に
賛
成
す
る
と
い
う
方
向
で
議
決
権
を
行
使
す
る（
11
（

。
ま
た
、
会
員
が
自
ら
議
決
権
を
行
使
す

る
た
め
に
は
、
自
己
の
氏
名
を
明
ら
か
に
し
て
、
上
司
で
あ
る
理
事
長
に
特
別
を
指
示
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
議
決
権
行
使
は
、
制

度
上
の
仕
組
み
そ
の
も
の
か
ら
し
て
、
す
で
に
取
締
役
ら
の
影
響
を
受
け
ざ
る
を
え
な
い
と
思
わ
れ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る（
11
（

。
そ
の
よ
う

な
状
況
に
鑑
み
る
と
、
理
事
長
は
経
営
陣
か
ら
影
響
を
受
け
な
い
人
物
を
選
任
す
る
こ
と
、
ま
た
対
象
株
式
の
議
決
権
の
行
使
の
特
別
の

指
示
は
、
匿
名
の
方
式
で
行
う
こ
と
も
要
求
す
べ
き
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
以
下
に
紹
介
す
る
日
本
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
に
お
け
る
議
決
権
の
行

使
の
場
合
に
も
同
じ
よ
う
な
要
求
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

㈡　

日
本
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
に
お
け
る
議
決
権
の
行
使

1　
「
報
告
書
」
に
お
け
る
提
案

　
「
報
告
書
」
は
、

議
決
権
行
使
に
つ
い
て
の
判
断
や
導
入
企
業
に
対
す
る
敵
対
的
又
は
友
好
的
買
収
が
仕
掛
け
ら
れ
た
局
面
に
お
け
る
、
こ
れ
に
応
じ

る
か
否
か
に
つ
い
て
の
判
断
の
独
立
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
ビ
ー
ク
ル
が
保
有
す
る
株
式
に
対
す
る
支
配
が
導
入
企
業
に

な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
特
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

と
し
た（
11
（

。
具
体
的
に
は
、

①
従
業
員
持
株
会
を
利
用
す
る
ス
キ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、
従
業
員
持
株
会
に
お
け
る
議
決
権
行
使
状
況
（
賛
成
・
反
対
の
比
率
）
を
踏
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ま
え
て
、
受
託
者
・
中
間
法
人
が
議
決
権
行
使
を
行
う
方
法
と
、
②
従
業
員
持
株
会
を
利
用
し
な
い
ス
キ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、
導
入

企
業
か
ら
独
立
し
た
受
託
者
・
中
間
法
人
が
、
予
め
、
新
ス
キ
ー
ム
に
基
づ
い
て
将
来
株
式
を
受
領
す
る
従
業
員
の
利
益
に
沿
う
よ

う
策
定
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
個
別
議
案
に
対
す
る
従
業
員
の
意
識
調
査
に
従
っ
た
議
決
権
行
使
を
行
う
方
法

の
二
つ
の
方
法
を
提
案
し
た（
11
（

。
ま
た
、
①
に
つ
い
て
、

組
合
員
た
る
従
業
員
は
自
ら
の
持
分
に
つ
い
て
不
統
一
行
使
を
指
示
で
き
る
仕
組
み
が
採
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
⒜
理
事
長
の
導

入
企
業
か
ら
の
独
立
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
⒝
会
社
提
案
へ
の
反
対
を
申
し
出
た
従
業
員
が
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
不
利
益

に
扱
わ
れ
な
い
仕
組
み
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
従
業
員
持
株
会
に
よ
る
議
決
権
行
使
の
独
立
性
を
確
保
す
る
上
で
望
ま
し
い

と
し
た
。
②
に
つ
い
て
、

具
体
的
な
議
決
権
行
使
の
方
法
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
受
託
者
・
中
間
法
人
に
一
定
程
度
の
裁
量
性
が
存
す
る
こ
と
に
な
る

と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
取
締
役
な
ど
、
導
入
企
業
経
営
陣
や
導
入
企
業
経
営
陣
と
利
害
関
係
が
強
い
と
認
め
ら
れ
る
者
が

信
託
管
理
人
や
中
間
法
人
の
理
事
に
就
任
す
る
こ
と
は
、
議
決
権
行
使
の
独
立
性
の
考
え
方
か
ら
問
題
が
あ
る

と
し
た（
11
（

。
さ
ら
に
、

従
業
員
持
株
会
の
利
用
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
従
業
員
の
代
表
者
や
有
識
者
等
か
ら
構
成
さ
れ
る
委
員
会
に
お
い
て
議
決
権
行
使
の
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内
容
を
決
定
す
る
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
導
入
企
業
経
営
陣
や
導
入
企
業
経
営
陣
と
利

害
関
係
が
強
い
と
認
め
ら
れ
る
者
が
委
員
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
、
議
決
権
行
使
の
独
立
性
に
疑
義
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る

と
し
た（
11
（

。

2　

議
決
権
の
行
使
に
関
す
る
論
点

　

①
の
方
法
に
つ
い
て
、
対
象
株
式
の
議
決
権
を
行
使
す
る
場
合
は
、
基
本
的
に
従
業
員
持
株
会
加
入
者
に
よ
る
議
決
権
行
使
の
状
況
を

「
完
全
に
」
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
。
例
え
ば
、
多
数
決
に
よ
り
、
従
業
員
持
株
会
加
入
者
の
う
ち
最
も
多
数
の
者
の
議
決

権
行
使
内
容
に
従
っ
て
信
託
の
受
託
者
が
議
決
権
行
使
を
行
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
導
入
企
業
の
不
当
な
支
配
が
及
ぶ
可
能
性
が
考
え
ら

れ
る（
1（
（

。
ま
た
、
②
の
方
法
に
つ
い
て
、
導
入
企
業
か
ら
真
に
独
立
し
た
信
託
管
理
人
を
選
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
は
懸
念
が
あ
る
。

ま
た
、
信
託
管
理
人
が
、
一
定
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
従
っ
て
議
決
権
行
使
の
指
図
を
す
る
と
し
て
も
、
か
か
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
誰
の
視

点
に
よ
っ
て
策
定
す
る
べ
き
か
が
問
題
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る（
11
（

。

六　

非
上
場
会
社
に
お
け
る
従
業
員
持
株
制
度
の
問
題
点

㈠　

株
式
譲
渡
制
限
契
約
に
つ
い
て
の
学
説
の
検
討

　

非
公
開
会
社
に
お
け
る
従
業
員
持
株
制
度
は
、
契
約
に
よ
っ
て
譲
渡
を
制
限
す
る
場
合
が
多
い
。
と
く
に
、
譲
渡
価
格
を
固
定
す
る
点

を
批
判
す
る
学
説
が
多
く
見
ら
れ
る
。
伝
統
的
な
学
説
で
は
、
従
業
員
持
株
制
度
に
お
け
る
株
式
譲
渡
制
限
と
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法

（
以
下
「
旧
商
法
」
と
い
う
）
二
〇
四
条
一
項
の
関
係
を
中
心
に
検
討
さ
れ
た
。
旧
商
法
二
〇
四
条
一
項
は
「
株
式
ハ
之
ヲ
他
人
ニ
譲
渡
ス
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コ
ト
ヲ
得
但
シ
定
款
ヲ
以
テ
取
締
役
会
ノ
承
認
ヲ
要
ス
ル
旨
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ
」
と
規
定
し
た
（
こ
の
内
容
は
、
会
社
法
に
引
き
継

が
れ
て
い
る
）。
最
も
議
論
さ
れ
る
の
は
、
株
式
譲
渡
の
譲
渡
価
格
の
事
前
固
定
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

伝
統
的
な
学
説
で
は
、
株
式
譲
渡
制
限
契
約
を
旧
商
法
二
〇
四
条
一
項
（
会
社
法
一
〇
七
条
一
項
一
号
、
一
〇
八
条
一
項
四
号
お
よ
び
一
二
七

条
）
の
規
制
対
象
と
す
る
説
と
、
株
式
譲
渡
制
限
契
約
を
民
法
九
〇
条
の
規
制
対
象
と
す
る
学
説
が
あ
る
。

　

株
式
譲
渡
制
限
契
約
を
旧
商
法
二
〇
四
条
一
項
の
規
制
対
象
と
す
る
説
で
は
、
株
式
譲
渡
制
限
契
約
の
当
事
者
が
会
社
で
あ
る
か
否
か

に
関
係
な
く
、
す
べ
て
同
条
の
規
制
対
象
に
な
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
上
柳
先
生
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

商
法
は
、
定
款
に
よ
る
譲
渡
制
限
に
つ
い
て
、
方
法
お
よ
び
法
的
効
果
を
画
一
的
に
決
定
し
、
法
定
の
も
の
以
外
の
方
法
を
と
る
こ

と
や
法
定
の
効
果
以
外
の
効
果
を
め
ざ
す
譲
渡
制
限
を
定
款
規
定
に
よ
っ
て
実
現
す
る
こ
と
を
許
容
し
な
い
。
商
法
が
直
接
に
規
定

し
て
い
る
の
は
定
款
に
よ
る
制
限
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
商
法
の
規
制
は
、
契
約
と
い
う
方
法
に
よ
る
譲
渡
制
限
を
全
面
的
に
禁
止

す
る
も
の
で
な
い
の
み
な
ら
ず
、
旧
商
法
二
〇
四
条
一
項
但
書
お
よ
び
二
〇
四
条
ノ
二
な
い
し
二
〇
四
条
ノ
五
が
定
め
る
よ
う
な
態

様
以
外
の
態
様
の
譲
渡
制
限
を
契
約
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
を
全
面
的
に
禁
止
す
る
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
、
商
法
の
規
制
は
、
単

に
定
款
に
よ
る
制
限
の
み
な
ら
ず
、
契
約
に
よ
る
制
限
を
も
含
む
譲
渡
制
限
一
般
に
つ
い
て
、
投
下
資
本
回
収
の
機
会
を
不
当
に
奪

っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
理
想
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
契
約
に
よ
る
譲
渡
制
限
が
こ
の
理
想
と
矛
盾
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
契
約

は
無
効
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
11
（

。

　

ま
た
、
会
社
が
契
約
の
当
事
者
で
は
な
く
、
そ
の
契
約
は
株
主
相
互
間
の
契
約
、
あ
る
い
は
第
三
者
と
株
主
間
の
契
約
の
場
合
は
、
契

約
自
由
の
原
則
と
し
て
有
効
で
あ
る
が
、
会
社
が
契
約
当
事
者
で
あ
り
、
契
約
の
脱
法
手
段
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
例
外
的
に
無
効

で
あ
る
と
い
う
見
解
が
あ
る（
11
（

。
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以
上
の
観
点
に
基
づ
き
、
譲
渡
価
格
の
事
前
固
定
の
契
約
は
会
社
法
一
二
七
条
の
脱
法
手
段
と
な
り
や
す
い
の
で
、
そ
の
契
約
内
容
が

株
主
の
投
下
資
本
の
回
収
を
不
当
に
妨
げ
な
い
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
原
則
と
し
て
無
効
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
場
合
は
、
株
主
は
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
取
得
価
格
を
回
収
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い

の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
実
質
的
な
投
下
資
本
の
回
収
と
は
言
い
難
い
か
ら
で
あ
る（
11
（

。
譲
渡
の
固
定
は
、
ま
た
、
従
業
員
が
長
時
間
株
式
を

保
有
し
続
け
て
き
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
従
業
員
持
株
制
度
の
目
的
が
達
成
さ
れ
、
従
業
員
は
株
式
投
資
の
危
険
を
負
担
し
、
そ
の
際
の

譲
渡
価
格
は
企
業
成
長
を
反
映
す
る
公
正
な
価
格
で
あ
る
べ
き
と
い
う
議
論
が
あ
る（
11
（

。
さ
ら
に
、
会
社
事
業
の
失
敗
に
よ
っ
て
、
株
式
の

価
格
が
そ
の
固
定
価
格
よ
り
も
低
下
し
た
場
合
に
も
、
固
定
価
格
で
の
譲
渡
を
認
め
る
こ
と
は
固
定
価
格
を
下
限
と
す
る
企
業
リ
ス
ク
の

限
定
に
な
り
投
資
の
本
質
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
あ
る（
11
（

。

　

他
方
、
株
式
譲
渡
制
限
契
約
を
民
法
九
〇
条
の
規
制
対
象
と
す
る
学
説
が
あ
る
。
森
本
先
生
は
、
従
業
員
持
株
制
度
の
特
殊
性
を
考
慮

せ
ず
、
こ
の
よ
う
な
譲
渡
制
限
契
約
は
契
約
自
由
の
原
則
に
基
づ
き
有
効
で
あ
り
、
そ
の
内
容
が
極
め
て
不
合
理
な
場
合
に
は
民
法
九
〇

条
が
定
め
る
公
序
良
俗
に
違
反
す
る
も
の
と
し
て
無
効
に
な
る
と
主
張
し
た
。
具
体
的
に
は
、
旧
商
法
二
〇
四
条
一
項
但
書
が
定
め
る
譲

渡
制
限
は
、
そ
の
会
社
の
す
べ
て
の
株
式
に
つ
い
て
そ
の
付
加
的
属
性
と
な
る
譲
渡
制
限
制
度
で
あ
り
、
会
社
と
株
主
と
の
間
の
個
別
的

合
意
に
基
づ
く
相
対
的
な
譲
渡
制
限
契
約
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
説
明
し
た（
11
（

。
も
っ
と
も
、
会
社
が
当
事
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
契
約
締

結
に
際
し
て
の
力
関
係
、
バ
ー
ゲ
ニ
ン
グ
・
パ
ワ
ー
の
相
違
か
ら
果
た
し
て
本
当
に
合
意
し
た
か
ど
う
か
の
事
実
認
定
は
慎
重
に
す
る
必

要
が
あ
る
と
し
た（
11
（

。

　

ま
た
、
神
崎
先
生
は
、
従
業
員
持
株
制
度
の
特
殊
性
を
考
慮
し
、
契
約
の
目
的
、
内
容
お
よ
び
譲
渡
価
格
の
公
正
性
に
鑑
み
る
と
、
民

法
九
〇
条
に
違
反
す
る
か
否
か
を
判
断
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る（
11
（

。
さ
ら
に
、
従
業
員
が
企
業
利
益
の
分
配
を
受
け
る
と
い
う
の
は
、
従

業
員
持
株
制
度
の
趣
旨
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
す
る
。
た
と
え
会
社
が
契
約
当
事
者
で
は
な
く
、
当
事
者
の
持
株
会
が
会
社
か
ら
独
立
性
を

認
め
ら
れ
る
場
合
で
も
、
従
業
員
に
適
当
な
利
益
を
与
え
な
い
限
り
、
そ
の
譲
渡
制
限
契
約
は
無
効
と
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る（
1（
（

。
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そ
れ
に
基
づ
き
、
譲
渡
価
格
の
事
前
固
定
の
契
約
の
有
効
性
に
つ
い
て
、
利
益
配
当
の
実
績
か
ら
、
株
式
譲
渡
契
約
の
有
効
性
を
判
断

す
べ
き
と
い
う
観
点
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
収
益
の
う
ち
の
相
当
部
分
を
利
益
配
当
の
形
で
株
主
に
配
当
を
し
て
い
れ
ば
、
従
業
員
が
株

式
を
取
得
し
た
と
き
か
ら
、
株
式
の
価
値
は
あ
ま
り
大
き
く
増
大
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
を
獲
得
す

る
機
会
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
意
味
は
な
い
と
考
え
る（
11
（

。
た
だ
し
、
配
当
性
向
が
一
〇
〇
％
と
い
う

特
殊
な
場
合
を
除
き
、
株
主
が
利
益
配
当
に
よ
っ
て
享
受
で
き
る
利
益
は
、
会
社
が
事
業
経
営
に
よ
っ
て
得
る
利
益
の
一
部
に
す
ぎ
ず
、

こ
の
こ
と
は
株
式
投
資
の
本
質
に
反
す
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
会
社
の
当
期
利
益
の
相
当
部
分
が
利
益
配
当
と
し
て
株
主
に
分
配
さ

れ
な
い
限
り
、
譲
渡
価
格
を
固
定
す
る
契
約
は
公
序
良
俗
に
反
す
る
無
効
な
も
の
と
解
す
る（
11
（

。

㈡　

判
例
の
傾
向

　

従
業
員
持
株
制
度
に
お
け
る
譲
渡
価
格
の
事
前
固
定
に
つ
い
て
、
学
説
の
考
え
と
違
い
、
裁
判
例
は
、
こ
の
よ
う
な
株
式
譲
渡
制
限
契

約
が
有
効
で
あ
る
と
判
示
す
る
も
の
が
多
い
。
例
え
ば
、
①
東
京
地
判
昭
和
四
八
年
二
月
二
三
日
（
判
例
時
報
六
七
六
号
八
七
頁
）、
②
神
戸

地
裁
尼
崎
支
判
昭
和
五
七
年
二
月
一
九
日
（
判
例
時
報
一
〇
五
二
号
一
二
五
頁
）、
③
東
京
高
判
昭
和
六
二
年
一
二
月
一
〇
日
（
判
例
時
報
七
七

一
号
八
七
頁
）、
④
京
都
地
判
平
成
元
年
二
月
三
日
（
金
融
法
務
一
一
九
九
号
三
〇
頁
）、
⑤
東
京
地
判
平
成
四
年
四
月
二
五
日
（
判
例
時
報
一
四

五
一
号
一
五
七
頁
）、
⑥
東
京
高
判
平
成
五
年
六
月
二
九
日
（
判
例
時
報
一
四
六
五
号
一
四
六
頁
）、
⑦
最
判
平
成
七
年
四
月
二
五
日
（
裁
判
集
民

事
一
七
五
号
九
一
頁
）、
⑧
東
京
地
判
平
成
一
〇
年
八
月
三
一
日
（
判
例
時
報
一
六
八
九
号
一
四
八
頁
）、
⑨
東
京
地
判
平
成
二
一
年
二
月
二
四

日
（
判
例
時
報
二
〇
四
三
号
一
三
六
頁
）、
⑩
最
三
小
判
平
成
二
一
年
二
月
一
七
日
（
判
例
時
報
二
〇
三
八
号
一
四
四
頁
）
な
ど
が
あ
る
。

　

そ
の
中
で
、
⑤
の
裁
判
例
は
、
譲
渡
制
限
の
契
約
が
、
株
主
の
投
下
資
本
の
回
収
を
著
し
く
制
限
す
る
不
合
理
な
契
約
で
あ
り
、
公
序

良
俗
に
反
す
る
た
め
無
効
で
あ
る
と
判
示
し
た
唯
一
の
否
定
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
控
訴
審
で
あ
る
⑥
の
裁
判
例
に
よ
り
取
り
消
さ

れ
て
い
る
の
で
、
現
実
に
そ
の
判
断
内
容
が
生
か
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い（
11
（

。
⑦
の
裁
判
例
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
最
高
裁
の
初
め
て
の
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判
断
と
し
て
、「
本
件
合
意
は
、
商
法
二
〇
四
条
一
項
（
筆
者
注
：
会
社
法
一
二
七
条
）
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
公
序
良
俗
に
も
反
し

な
い
か
ら
有
効
で
あ
り
、
被
上
告
会
社
の
取
締
役
会
が
、
本
件
合
意
に
基
づ
き
譲
受
人
を
指
定
し
、
同
人
が
買
受
け
の
意
思
を
明
ら
か
に

し
た
こ
と
」
に
よ
り
、
売
り
戻
し
契
約
が
有
効
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
そ
こ
で
、
当
事
会
社
が
大
規
模
な
非
公
開
会
社
で
あ
る
日
経
新
聞

株
式
譲
渡
ル
ー
ル
事
件
（
前
記
⑩
の
事
件
）
を
紹
介
す
る
。

㈢　

日
経
新
聞
株
式
譲
渡
ル
ー
ル
事
件

［
事
件
の
概
要
］

　

X1
お
よ
び
X2
（
原
告
、
控
訴
人
、
上
告
人
）
は
、
い
ず
れ
も
日
刊
新
聞
の
発
行
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
で
あ
る
Y1
（
被
告
、
被
控
訴
人
、

被
上
告
人
）
に
勤
務
し
て
い
た
者
で
あ
り
、
現
在
同
社
の
社
友
の
地
位
に
あ
り
、
事
業
関
係
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
。
Y1
は
、

定
款
を
も
っ
て
、
株
式
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
取
締
役
会
の
承
認
を
要
す
る
と
と
も
に
、
日
刊
新
聞
紙
の
発
行
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社

の
株
式
の
譲
渡
の
制
限
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
日
刊
新
聞
法
」
と
い
う
）
に
基
づ
き
、
同
社
の
株
式
譲
受
人
は
同
社
の
事
業
に
関
係
あ

る
者
に
限
る
と
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
Y1
は
、
同
社
の
株
式
の
保
有
資
格
を
原
則
と
し
て
現
役
の
従
業
員
ま
た
は
役
員
に
限
定
し
、
従
業

員
等
が
株
式
保
有
資
格
を
失
っ
た
時
等
に
は
現
役
の
従
業
員
等
に
当
該
株
式
を
引
き
継
が
せ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
社
員
株
主
制
度
を
採

用
し
て
い
る
。
Y2
（
被
告
、
被
控
訴
人
、
被
上
告
人
）
は
、
Y1
の
株
主
で
あ
る
役
員
お
よ
び
従
業
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
同
社
の

定
款
に
よ
っ
て
、
譲
渡
制
限
を
受
け
る
同
社
株
式
の
円
滑
な
流
通
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
権
利
能
力
な
き
社
団
で
あ
る
。

　

X2
は
、
本
件
株
式
譲
渡
ル
ー
ル
と
そ
の
内
容
を
認
識
し
た
う
え
で
、
昭
和
三
九
年
か
ら
六
三
年
ま
で
の
間
に
Y2
か
ら
Y1
株
式
二
七
四
〇

株
を
一
株
一
〇
〇
円
で
買
い
受
け
、
そ
の
際
、
本
件
株
式
譲
渡
ル
ー
ル
に
従
う
旨
の
合
意
を
し
た
。
平
成
一
七
年
九
月
二
九
日
、
X1
に
対

し
、
Y1
株
式
四
〇
〇
株
（
以
下
「
本
件
株
式
」
と
い
う
）
を
一
株
一
〇
〇
〇
円
で
売
り
渡
し
た
。
同
日
、
X2
は
、
Y1
に
対
し
、
書
面
を
も
っ

て
、
X1
に
対
す
る
本
件
株
式
譲
渡
に
つ
き
承
認
を
請
求
し
た
が
、
Y1
が
同
年
一
〇
月
一
一
日
こ
れ
を
承
認
し
な
い
旨
回
答
し
た
の
で
、
X2
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は
同
年
一
一
月
一
日
、
Y1
に
対
し
、
本
件
株
式
に
つ
き
譲
渡
の
相
手
を
指
定
す
る
よ
う
請
求
し
た
。
Y2
は
、
同
年
一
一
月
四
日
、
X2
に
対

し
、
X2
の
株
式
譲
渡
先
指
定
請
求
書
の
提
出
に
よ
り
本
件
株
式
の
売
却
意
思
が
明
ら
か
に
な
り
停
止
条
件
が
成
就
し
た
と
し
て
、
本
件
合

意
に
基
づ
き
Y2
が
本
件
株
式
を
譲
り
受
け
た
旨
通
知
し
、
同
月
七
日
Y1
に
対
し
、
本
件
株
式
を
X2
か
ら
取
得
し
た
と
し
て
本
件
株
式
の
譲

渡
承
認
を
請
求
し
た
と
こ
ろ
、
Y1
は
こ
れ
を
承
認
し
た
。
そ
こ
で
、
X1
が
譲
り
受
け
た
本
件
株
式
の
株
主
権
の
確
認
と
名
義
書
換
を
求
め

る
本
訴
を
提
起
し
た
（
第
一
事
件
、
第
三
事
件
）。
Y2
か
ら
も
Y2
が
本
件
株
式
の
株
主
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
る
訴
を
提
起
し
た
（
第
二

事
件
）。

　

第
一
審
・
原
審
と
も
、
本
件
株
式
譲
渡
ル
ー
ル
と
X2
・
Y2
間
の
本
件
合
意
の
存
在
お
よ
び
有
効
性
を
肯
定
し
て
、
Y2
が
本
件
株
式
の
株

主
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
。
原
審
は
、「
日
経
株
式
は
、
昭
和
三
九
年
以
降
、
簿
価
純
資
産
方
式
で
算
出
し
た
価
格
が
一
株
一
〇
〇
円
を

優
に
上
回
っ
て
お
り
、
そ
の
時
々
の
価
格
を
念
頭
に
日
経
株
式
を
譲
渡
す
る
と
、
被
控
訴
人
共
栄
会
を
通
じ
た
社
員
株
主
制
度
は
維
持
で

き
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
、
譲
渡
価
格
の
み
な
ら
ず
取
得
価
格
も
固
定
さ
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
投
下
資
本
の
回
収
を
否

定
す
る
も
の
と
ま
で
は
い
え
な
い
こ
と
な
ど
の
点
を
総
合
考
慮
す
る
と
、
上
記
の
と
お
り
日
経
株
式
の
一
株
当
た
り
の
価
格
を
固
定
す
る

本
件
株
式
譲
渡
ル
ー
ル
に
は
相
応
の
合
理
性
が
あ
り
、
こ
れ
が
株
式
会
社
の
本
質
に
反
し
公
序
良
俗
に
反
す
る
と
は
い
え
な
い
」
と
判
示

し
た
。
X1
ら
の
請
求
が
棄
却
さ
れ
た
た
め
、
X1
ら
が
本
件
株
式
譲
渡
ル
ー
ル
等
の
有
効
性
を
争
っ
て
上
告
し
た
。

［
判　

旨
］

　

上
告
棄
却

　

…
…
Y1
は
、
日
刊
新
聞
の
発
行
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
で
あ
っ
て
、
定
款
で
株
式
の
譲
渡
制
限
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
日
刊

新
聞
法
一
条
に
基
づ
き
、
Y1
株
式
の
譲
受
人
を
同
社
の
事
業
に
関
係
あ
る
者
に
限
る
と
規
定
し
、
Y1
株
式
の
保
有
資
格
を
原
則
と
し

て
現
役
の
従
業
員
等
に
限
定
す
る
社
員
株
主
制
度
を
採
用
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
被
上
告
人
Y2
に
お
け
る
本
件
株
式
譲
渡
ル
ー
ル
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は
、
被
上
告
会
社
が
上
記
社
員
株
主
制
度
を
維
持
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
こ
れ
に
よ
り
譲
渡
制
限
を
受
け
る
Y1
株
式
を
被
上
告
人
Y2

を
通
じ
て
円
滑
に
現
役
の
従
業
員
等
に
承
継
さ
せ
る
た
め
、
株
主
が
個
人
的
理
由
に
よ
り
Y1
株
式
を
売
却
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き

な
ど
に
は
被
上
告
人
Y2
が
額
面
額
で
こ
れ
を
買
い
戻
す
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
に
合
理
性
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。

ま
た
、
被
上
告
会
社
は
非
公
開
会
社
で
あ
る
か
ら
、
も
と
も
と
Y1
株
式
に
は
市
場
性
が
な
く
、
本
件
株
式
譲
渡
ル
ー
ル
は
、
株
主
で

あ
る
従
業
員
等
が
被
上
告
人
Y2
に
Y1
株
式
を
譲
渡
す
る
際
の
価
格
の
み
な
ら
ず
、
従
業
員
等
が
被
上
告
人
Y2
か
ら
Y1
株
式
を
取
得
す

る
際
の
価
格
も
額
面
額
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
本
件
株
式
譲
渡
ル
ー
ル
に
従
い
Y1
株
式
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
者
と
し
て
は
、

将
来
の
譲
渡
価
格
が
取
得
価
格
を
下
回
る
こ
と
に
よ
る
損
失
を
被
る
お
そ
れ
も
な
い
反
面
、
お
よ
そ
将
来
の
譲
渡
益
を
期
待
し
得
る

状
況
に
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
上
告
人
X2
は
、
上
記
の
よ
う
な
本
件
株
式
譲
渡
ル
ー
ル
の
内
容
を
認
識
し

た
上
、
自
由
意
思
に
よ
り
被
上
告
人
Y2
か
ら
額
面
額
で
本
件
株
式
を
買
い
受
け
、
本
件
株
式
譲
渡
ル
ー
ル
に
従
う
旨
の
本
件
合
意
を

し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
被
上
告
会
社
の
従
業
員
等
が
Y1
株
式
を
取
得
す
る
こ
と
を
事
実
上
強
制
さ
れ
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
事
情
は

う
か
が
わ
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
被
上
告
会
社
が
、
多
額
の
利
益
を
計
上
し
な
が
ら
特
段
の
事
情
も
な
い
の
に
一
切
配
当
を
行
う
こ
と

な
く
こ
れ
を
す
べ
て
会
社
内
部
に
留
保
し
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
事
情
も
見
当
た
ら
な
い
。

　

以
上
に
よ
れ
ば
、
本
件
株
式
譲
渡
ル
ー
ル
に
従
う
旨
の
本
件
合
意
は
、
会
社
法
一
〇
七
条
お
よ
び
一
二
七
条
の
規
定
に
反
す
る
も

の
で
は
な
く
、
公
序
良
俗
に
も
反
し
な
い
か
ら
有
効
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

［
検　

討
］

　

本
事
件
で
は
、
株
式
譲
渡
価
額
の
事
前
固
定
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は
そ
れ
が
有
効
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
通
り
で

あ
る
。
①
社
員
株
主
制
度
の
維
持
の
目
的
、
②
Y1
株
式
に
は
市
場
性
が
な
い
、
③
将
来
の
譲
渡
価
格
が
取
得
価
格
を
下
回
る
こ
と
に
よ
る

損
失
を
被
る
お
そ
れ
も
な
い
、
④
多
額
の
利
益
を
計
上
し
な
が
ら
特
段
の
事
情
も
な
い
の
に
一
切
配
当
を
行
う
こ
と
な
く
こ
れ
を
す
べ
て
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会
社
内
部
に
留
保
し
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
事
情
も
見
当
た
ら
な
い
、
⑤
当
事
者
が
自
由
意
思
で
契
約
し
た
。

　

②
に
つ
い
て
、
確
か
に
、
Y1
は
非
公
開
会
社
で
あ
り
、
株
式
の
市
場
価
格
は
な
い
。
株
式
を
譲
渡
す
る
ご
と
に
価
格
を
算
定
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
り
、
算
定
方
法
の
妥
当
性
に
つ
い
て
紛
争
が
生
じ
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
契
約
で
あ
ら
か
じ
め
譲
渡
価
格
の
算

定
方
法
を
約
定
し
て
、
そ
の
算
定
方
法
が
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
た
と
え
そ
の
価
格
が
譲
渡
の
時
点
で
株
式
の
実
際
の
価
値
を
下

回
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
そ
の
有
効
性
を
認
め
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る（
11
（

。
特
に
、
今
回
の
事
件
の
よ
う
な
大
規
模
な
会
社
で
は
、
株

式
の
価
格
の
算
定
は
、
無
理
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
株
式
の
市
場
価
格
は
な
い
と
い
う
点
は
、
譲
渡
価
格
の
事
前
固
定
の
合

理
的
な
原
因
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

③
に
つ
い
て
、
当
事
会
社
が
破
産
す
る
よ
う
な
状
況
に
な
れ
ば
、
将
来
の
譲
渡
価
格
を
下
回
る
ど
こ
ろ
か
ゼ
ロ
に
な
る
可
能
性
が
指
摘

さ
れ
る
。
た
と
え
破
産
す
る
ま
で
で
は
な
い
と
し
て
も
、
会
社
の
経
営
に
重
大
な
問
題
が
起
き
、
大
量
の
社
員
が
退
社
す
る
場
合
に
も
、

会
社
は
対
応
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い（
11
（

。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
裁
判
所
が
譲
渡
価
格
を
実
価
と
す
る
と
、
買
収
資
金
が
枯
渇
し

社
員
持
株
制
度
を
維
持
で
き
な
い
と
い
う
考
え
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い（
11
（

。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
合
理
性
が
な
い
と
は
い
え
な
い
が
、
社
員

持
株
制
度
の
維
持
の
必
要
と
従
業
員
株
主
投
下
資
本
回
収
の
要
請
の
関
係
を
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

伝
統
的
な
多
数
説
は
、
株
式
の
将
来
の
譲
渡
益
を
重
視
し
、
こ
の
よ
う
な
契
約
を
批
判
す
る
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
、
投
下
資
本
の
回

収
は
、
将
来
の
譲
渡
益
の
ほ
か
、
剰
余
金
配
当
に
よ
る
利
益
還
元
も
ひ
と
つ
の
方
法
で
あ
る（
11
（

。
当
事
会
社
が
正
当
な
配
当
を
行
う
こ
と
で
、

イ
ン
カ
ム
ゲ
イ
ン
が
あ
る
程
度
確
保
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
が
抑
え
ら
れ
て
い
て
も
不
当
な
契
約
内
容
と
は
い
え

な
い（
11
（

。
と
く
に
、
従
業
員
持
株
制
度
に
基
づ
い
て
従
業
員
が
株
式
を
取
得
し
た
時
点
に
お
い
て
は
、
取
得
価
格
が
当
時
の
株
式
の
価
格
よ

り
下
回
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
れ
を
前
提
と
し
て
考
え
る
と
、
適
切
な
配
当
が
あ
れ
ば
、
合
理
性
が
な
い
と
は
い
え
ず
、
従
業
員
が
配
当

の
た
め
に
株
式
を
買
う
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
契
約
に
よ
っ
て
譲
渡
価
格
を
限
定
さ
れ
る
以
上
、
配
当
が
唯
一
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
の
取
得
手
段
で
あ
る
。
配
当
額
は
、
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投
下
資
本
の
回
収
を
不
当
に
妨
げ
る
こ
と
の
有
無
の
重
要
な
判
断
基
準
で
あ
る
。
適
切
な
額
を
配
当
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
の
は
当
然

だ
ろ
う
。
本
件
裁
判
は
、「
多
額
の
利
益
を
計
上
し
な
が
ら
特
段
の
事
情
も
な
い
の
に
一
切
配
当
を
行
う
こ
と
な
く
こ
れ
を
す
べ
て
会
社

内
部
に
留
保
し
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
事
情
も
見
当
た
ら
な
い
」
と
判
示
し
た
。
裁
判
所
は
、
Y1
が
配
当
を
行
う
と
い
う
事
実
に
つ
い
て

は
確
認
し
た
が
、
配
当
が
適
切
か
否
か
に
つ
い
て
は
検
討
し
て
い
な
い
（
も
っ
と
も
、
X
ら
は
配
当
が
適
切
か
ど
う
か
に
つ
い
て
主
張
し
て
い
な

か
っ
た
）。
従
来
の
裁
判
例
の
多
く
は
、
非
上
場
会
社
に
つ
い
て
退
会
の
都
度
個
別
に
取
引
価
格
を
定
め
る
こ
と
が
難
し
い
以
上
、
相
当

の
水
準
の
利
益
配
当
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
投
下
資
本
の
回
収
を
著
し
く
制
限
す
る
不
合
理
な
も
の
と
は
い
え
な
い
と
判
示
し
て
い

る
（
11
（

。
し
た
が
っ
て
、
譲
渡
価
額
の
制
限
の
合
理
性
を
判
断
す
る
と
き
、
配
当
状
況
が
一
つ
の
判
断
基
準
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

最
後
に
、
会
社
の
説
明
義
務
を
要
求
す
べ
き
か
は
一
つ
の
問
題
で
あ
る
。
従
来
の
裁
判
例
お
よ
び
本
件
裁
判
の
判
示
に
お
い
て
は
、
当

事
者
の
自
由
意
思
の
尊
重
を
重
要
な
理
由
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
、
X2
は
、
本
件
株
式
譲
渡
ル
ー
ル
の
存
在
を
知
ら
な
い
と
主
張
し
た
。

第
一
審
と
原
審
の
判
断
の
結
果
、
X2
は
、
上
記
の
よ
う
な
本
件
株
式
譲
渡
ル
ー
ル
の
内
容
を
認
識
し
た
う
え
で
、
自
由
意
思
に
よ
り
被
上

告
人
Y2
か
ら
額
面
額
で
本
件
株
式
を
買
い
受
け
た
。
し
か
し
、
持
株
制
度
導
入
後
に
従
業
員
が
新
た
に
加
入
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
契

約
内
容
の
説
明
不
足
が
紛
争
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
従
業
員
持
株
制
度
で
は
、
も
と
も
と
会
員
側
が
契
約
内
容
を

誤
認
し
や
す
い
性
質
が
あ
る（
1（
（

。

　

従
業
員
持
株
制
度
を
導
入
す
る
と
き
、
と
く
に
今
回
の
事
件
の
よ
う
な
大
規
模
な
会
社
の
場
合
に
は
、
画
一
的
な
条
件
で
契
約
す
る
こ

と
が
普
通
で
あ
る
。
従
業
員
は
、
そ
の
契
約
の
内
容
、
と
く
に
停
止
条
件
の
成
就
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
、
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
、

会
社
側
に
詳
細
な
説
明
義
務
を
課
す
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
今
後
は
持
株
会
、
会
社
ま
た
は
取
締
役
に
対
し
て
説
明
義
務
違
反
に

よ
る
損
害
賠
償
請
求
と
、
持
株
会
ま
た
は
会
社
に
対
す
る
不
当
利
得
返
還
請
求
な
ど
の
金
銭
的
な
救
済
方
法
も
考
え
う
る
と
指
摘
さ
れ
て

い
る（
11
（

。

　

も
っ
と
も
、
譲
渡
価
格
の
事
前
固
定
の
契
約
が
無
効
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
従
業
員
持
株
制
度
の
売
買
価
額
全
部
を
実
価
に
基
づ
き
行
う
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こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
参
加
従
業
員
は
、
会
社
の
経
営
リ
ス
ク
を
背
負
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
を
望
ま
な
い
従
業
員
も
存
在
す
る

は
ず
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
視
点
か
ら
み
る
と
、
会
社
の
説
明
義
務
を
果
た
せ
ば
、
当
事
者
の
自
由
意
思
を
尊
重
す
べ
き
と
考
え
る
。

七　

中
国
に
お
け
る
従
業
員
持
株
制
度

㈠　

中
国
に
お
け
る
従
業
員
持
株
制
度
の
沿
革
お
よ
び
現
状

　

中
国
で
は
、
一
九
八
九
年
頃
か
ら
、
従
業
員
持
株
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
証
券
取
引
所
の
成
立
と
と
も
に
、
従
業
員
持
株
制

度
を
濫
用
す
る
問
題
が
現
れ（
11
（

、
そ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
一
九
九
四
年
か
ら
二
〇
〇
四
年
の
間
の
一
連
の
法
規
・
行
政
規
定
に
よ
り
、

新
た
な
上
場
会
社
に
お
け
る
従
業
員
持
株
制
度
の
導
入
が
禁
止
さ
れ
た（
11
（

。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
非
上
場
会
社
に
及
ば
ず
、
ま

た
、
既
存
の
上
場
会
社
に
お
け
る
従
業
員
持
株
制
度
も
継
続
的
に
存
在
し
て
い
た
。
二
〇
一
二
年
、
中
国
証
券
監
督
管
理
委
員
会（
11
（

（
以
下

「
証
監
会
」
と
い
う
）
は
、「
上
場
会
社
に
お
け
る
従
業
員
持
株
計
画
の
暫
定
管
理
方
法
」（
意
見
募
集
版
）（
以
下
「
管
理
方
法
」
と
い
う
）
を
発

表
し
た
。
ま
た
、
二
〇
一
四
年
、
証
監
会
は
「
上
場
会
社
に
お
け
る
従
業
員
持
株
計
画
の
試
行
に
つ
い
て
の
指
導
意
見
」（
以
下
「
指
導
意

見
」
と
い
う
）
を
発
表
し
、
上
場
会
社
に
お
け
る
従
業
員
持
株
計
画
（
い
わ
ゆ
る
中
国
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
制
度
）
を
導
入
し
た
。
二
〇
一
五
年
一
〇

月
ま
で
に
、
上
海
、
深
圳
の
二
つ
の
証
券
取
引
所
に
お
け
る
上
場
会
社
合
計
三
七
六
社
が
、
同
制
度
を
導
入
し
た（
11
（

。
二
〇
一
七
年
四
月
三

〇
日
当
時
、
深
圳
証
券
取
引
所
に
上
場
し
て
い
る
二
〇
〇
〇
弱
社
に
お
い
て
、
従
業
員
持
株
制
度
を
導
入
し
て
い
る
会
社
数
は
四
一
八
社

で
あ
る
。
対
象
株
式
の
取
得
方
法
に
つ
い
て
、
七
四
％
は
上
場
株
式
の
買
付
け
で
あ
り
、
一
八
％
が
第
三
者
割
当
て
の
新
株
発
行
で
あ
る（
11
（

。

　

本
章
で
は
、
中
国
の
上
場
企
業
に
お
け
る
持
株
制
度
を
紹
介
し（
11
（

、
中
国
の
従
業
員
持
株
制
度
に
存
在
し
て
い
る
問
題
点
を
検
討
す
る
。
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㈡　

上
場
企
業
に
お
け
る
持
株
制
度
の
概
要

　

二
〇
一
二
年
に
中
国
に
導
入
さ
れ
た
従
業
員
持
株
計
画
（
以
下
「
中
国
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
」
と
い
う
）
は
、
自
社
、
あ
る
い
は
証
券
会
社
や
信

託
業
者
な
ど
の
機
関
（
以
下
「
資
産
管
理
機
関
」
と
い
う
）
を
通
じ
て
、
一
定
の
期
間
で
運
営
す
る
ス
キ
ー
ム
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
導

入
企
業
が
持
株
会（
11
（

を
設
立
し
、
一
括
で
対
象
株
式
を
取
得
す
る
（
上
場
株
式
の
買
付
け
に
よ
る
方
式
の
場
合
、
六
カ
月
間
以
内
に
買
付
け
を
完
了

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）。
譲
渡
制
限
期
間
経
過
後
、
従
業
員
持
株
会
は
市
場
で
対
象
株
式
を
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
指
導
意
見
は
、

譲
渡
制
限
期
間
は
一
二
カ
月
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
。
ま
た
、
第
三
者
割
当
に
よ
る
新
株
発
行
の
場
合
、
三
六
カ
月

以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
す
る（
（11
（

。

　

資
産
管
理
機
関
を
通
じ
て
実
施
す
る
場
合
の
仕
組
み
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①
会
社
が
資
産
管
理
機
関
と
契
約
し
、
資
産
管
理
機

関
が
一
括
で
対
象
株
式
を
取
得
す
る
。
②
資
産
管
理
機
関
は
そ
の
ま
ま
対
象
株
式
を
従
業
員
持
株
会
に
譲
渡
す
る
。
名
義
上
の
株
主
は
従

業
員
持
株
会
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
株
式
の
管
理
運
営
を
資
産
管
理
機
関
に
委
託
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
③
従
業
員
持
株
会
あ
る
い
は

資
産
管
理
機
関
は
、
譲
渡
制
限
期
間
を
経
過
す
る
と
、
対
象
株
式
を
株
式
市
場
で
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
④
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ

た
期
間
が
満
了
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
対
象
株
式
が
全
部
売
却
さ
れ
た
場
合
、
ス
キ
ー
ム
は
終
了
し
、
株
式
の
売
却
金
を
参
加
者
に
分
配

す
る
。

　

中
国
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
導
入
の
手
続
き
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①
導
入
会
社
の
労
働
組
合
を
通
じ
て
、
従
業
員
の
意
見
を
募
集
す
る
こ

と
（
（1（
（

。
②
取
締
役
会
で
そ
の
ス
キ
ー
ム
を
承
認
し
、
株
主
総
会
に
上
程
す
る
こ
と
（
弁
護
士
の
意
見
を
求
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
（10
（

）。
③
株
主

総
会
で
そ
の
ス
キ
ー
ム
を
承
認
す
る
。
ま
た
、
従
業
員
持
株
会
が
所
有
す
る
株
式
数
は
、
当
該
会
社
の
発
行
済
株
式
総
額
の
一
〇
％
を
超

え
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
一
つ
の
参
加
者
が
ス
キ
ー
ム
に
よ
る
取
得
す
る
株
式
数
（
持
分
か
ら
計
算
す
る
）
は
、
当
該
会
社
の
発
行
済

株
式
総
額
の
一
％
を
超
え
て
は
な
ら
な
い（
（10
（

。
中
国
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
の
対
象
は
、
基
本
的
に
は
従
業
員
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
指
導
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意
見
に
は
と
く
に
規
定
が
な
く
、
実
務
上
は
、
管
理
職
を
中
心
に
一
部
の
従
業
員
に
限
定
す
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。

　

中
国
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
の
対
象
株
式
の
取
得
方
法
は
、
以
下
の
五
つ
が
あ
る
。
①
会
社
が
自
己
株
式
を
取
得
し
、
従
業
員
持
株
会
に
譲
渡
す

る
（
（10
（

。
②
上
場
株
式
の
買
付
け
。
③
第
三
者
割
当
の
新
株
発
行
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
は
、
証
監
会
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず（
（10
（

、
場

合
に
よ
っ
て
は
、
長
い
時
間
が
か
か
る
可
能
性
が
あ
る
。
④
既
存
株
主
か
ら
の
贈
与
。
⑤
法
律
ま
た
は
行
政
規
定
で
認
可
さ
れ
る
そ
の
他

の
方
法
。
実
務
上
は
、
②
と
③
が
主
要
な
方
法
で
あ
り
、
九
〇
％
以
上
の
会
社
が
そ
れ
ら
の
方
式
を
採
用
す
る（
（10
（

。
さ
ら
に
、
従
業
員
の
株

式
取
得
資
金
の
拠
出
に
つ
い
て
は
、
従
業
員
が
自
分
で
資
金
を
調
達
す
る
方
法
と
法
律
ま
た
は
行
政
規
定
で
認
可
さ
れ
る
そ
の
他
の
方
法

の
二
つ
が
あ
る
。
そ
の
他
の
方
法
と
し
て
は
、
①
筆
頭
株
式
か
ら
の
貸
付
け
、
②
銀
行
や
証
券
会
社
か
ら
融
資
を
受
け
る
方
法
、
③
会
社

か
ら
の
奨
励
金
が
考
え
ら
れ（
（10
（

る
（
（10
（

。

㈢　

中
国
に
お
け
る
従
業
員
持
株
制
度
の
問
題
点

1　

従
業
員
持
株
制
度
の
主
体

　

中
国
に
お
け
る
従
業
員
持
株
制
度
の
主
体
は
明
確
で
は
な
い
。
中
国
で
は
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
、
従
業
員
持
株
会
が
社
団
法
人
と
し
て

登
記
さ
れ
ず（
（10
（

、
ま
た
、
上
場
会
社
の
場
合
、
労
働
組
合
は
会
社
の
株
主
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い（
（（1
（

か
ら
、
従
業
員
持
株
制
度
の
主
体
は
、
複

数
の
方
式
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
①
参
加
す
る
従
業
員
が
株
主
に
な
る（
（（（
（

。
②
信
託
を
設
定
し
、
信
託
機
関
が
株
主
に
な
る
。
③
新
た
に

有
限
責
任
会
社
を
成
立
し
、
株
主
に
な
る
。
④
新
た
に
設
立
さ
れ
た
「
パ
ー
ト
ナ
ー
企
業（
（（0
（

」
が
株
主
に
な
る
。
⑤
会
社
か
ら
事
前
に
指
定

を
受
け
た
者
（
例
え
ば
持
株
会
の
理
事
長
な
ど
）
が
名
義
上
の
株
主
に
な
る
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
の
方
法
に
も
、
法
律
上
の
問
題
が
存
在
し
、

非
上
場
会
社
は
上
場
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
上
場
審
査
を
通
過
で
き
な
い
可
能
性
が
存
在
し
て
い
る（
（（0
（

。
結
果
と
し
て
、
実
務
上
の
従
業
員

持
株
制
度
の
主
体
は
不
明
確
と
な
っ
て
い
る
。

　

実
務
上
、
従
業
員
持
株
制
度
に
お
い
て
は
、
⑤
の
方
式
を
採
用
す
る
場
合
が
多
い
。
制
度
に
参
加
す
る
従
業
員
は
、
株
主
と
し
て
認
め
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ら
れ
る
こ
と
が
難
し
い
。
広
東
省
高
級
法
院
二
〇
一
五
年
九
月
九
日
決
定（
（（0
（

は
、
X
（
従
業
員
、
申
立
人
）
は
、
従
業
員
持
株
制
度
を
実
施
し

て
い
る
Y
（
相
手
方
）
社
の
株
主
で
は
な
い
と
認
定
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
X
は
Y
社
の
株
主
名
簿
に
登
録
さ
れ
ず
、
実
際
Y
社
の
株
式

を
持
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
X
は
株
主
で
あ
る
Z
社
（
従
業
員
持
株
制
度
の
導
入
の
た
め
成
立
さ
れ
た
会
社
、
参
加
人
）
に
出
資
し
て
い
る

に
す
ぎ
ず
、
Y
社
に
出
資
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
認
定
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
結
論
を
と
る
も
の
と
し
て
、
浙
江
省
高
級
法
院
二
〇
一
七

年
六
月
五
日
決
定（
（（0
（

と
北
京
市
高
級
法
院
二
〇
一
七
年
一
一
月
二
四
日
決
定（
（（0
（

が
あ
る
。
制
度
に
参
加
す
る
従
業
員
は
、
株
主
と
し
て
認
め
ら

れ
な
い
と
、
株
主
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
は
当
然
に
不
可
能
で
あ
り
、
従
業
員
の
利
益
が
保
護
さ
れ
な
い
。
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
、

従
業
員
持
株
制
度
の
主
体
を
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
。

2　

非
公
開
会
社
に
お
け
る
株
式
の
買
戻
し

　

中
国
会
社
法
と
行
政
規
定
に
は
、
従
業
員
持
株
制
度
に
参
加
す
る
従
業
員
が
退
職
す
る
と
き
、
そ
の
株
式
の
買
戻
し
に
つ
い
て
の
規
定

は
な
い
。
実
務
上
、
非
公
開
会
社
の
場
合
、
従
業
員
は
退
職
す
る
と
き
、
従
業
員
の
所
有
す
る
株
式
を
強
制
的
に
会
社
側
へ
譲
渡
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
会
社
側
は
、
退
職
従
業
員
の
持
株
の
買
戻
し
を
拒
否
で
き
る
か
ど
う
か

と
い
う
問
題
が
あ
る
。
以
下
、
浙
江
省
高
級
人
民
法
院
二
〇
一
四
年
九
月
三
日（
（（0
（

判
決
を
紹
介
す
る
。

［
事
件
の
概
要
］

　

X
（
従
業
員
株
主
、
原
告
、
非
控
訴
人
）
は
、
二
〇
一
四
年
、
Y1
（
従
業
員
持
株
会
、
被
告
、
控
訴
人
）
成
立
に
際
し
、
Y2
社
（
導
入
会
社
、
被

告
）
に
出
資
し
、
Y1
に
参
加
し
た
。
Y1
の
定
款
九
条
は
、
持
株
会
へ
の
参
加
人
が
所
有
す
る
株
式
は
、
会
社
の
従
業
員
以
外
の
者
に
譲
渡

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
Y1
の
定
款
二
六
条
は
、
持
株
会
へ
の
参
加
人
が
所
有
す
る
株
式
は
会
社
内
部
で
は
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
そ
の
譲
渡
は
理
事
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
Y1
の
定
款
二
七
条
は
、
持
株
会
へ
の
参
加
人
が
退
職
す
る
場

合
、
会
員
資
格
が
な
く
な
り
、
そ
の
所
有
す
る
株
式
を
譲
渡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
（
筆
者
注
：
そ
の
株
式
の
譲
渡
の
対
象
は
、
定
款

に
は
規
定
し
て
い
な
い
）。
ま
た
、
譲
渡
価
額
は
、
会
社
の
前
年
度
の
会
計
書
類
を
中
心
に
計
算
す
る
（
具
体
的
な
計
算
方
法
は
、
省
略
す
る
が
、
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こ
の
算
定
方
法
に
よ
る
と
、
譲
渡
価
額
が
そ
の
株
式
の
実
際
の
価
値
よ
り
上
回
る
状
況
で
あ
る
）。
二
〇
一
一
年
、
X
は
Y2
社
と
の
労
働
契
約
を
完

了
し
、
退
職
し
た
。
X
は
Y1
に
対
し
て
X
の
所
有
す
る
株
式
の
買
戻
を
要
求
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
Y1
は
会
社
の
経
営
が
困
難
な
状
況
で

あ
り
、
譲
受
人
を
探
せ
な
い
た
め
、
X
の
要
求
に
応
じ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
X
は
、「
寧
波
市
企
業
従
業
員
持
株
会
試
行
方
法（
（（0
（

」（
以
下

「
持
株
会
規
則
」
と
い
う
）
と
Y1
の
定
款
に
基
づ
い
て
、
①
Y1
が
X
の
所
有
す
る
株
式
を
買
い
戻
し
、
②
Y1
と
Y2
に
対
し
て
連
帯
的
に
株
式

代
金
の
支
払
い
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
た
。

［
判　

旨
］

　

第
一
審
は
、
①
の
主
張
を
支
持
し
、
Y1
は
X
の
所
有
す
る
株
式
を
買
い
戻
す
べ
き
と
判
断
し
た
（
②
の
主
張
を
棄
却
し
た
）。
そ
の
理
由

は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①
Y1
の
定
款
は
、
従
業
員
は
退
職
し
た
場
合
、
持
株
会
会
員
の
資
格
を
失
い
、
所
有
す
る
株
式
を
譲
渡
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
譲
渡
は
理
事
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
。
②
持
株
会
へ
の
参
加
人
が
所
有
す
る
株
式
は
、

会
社
の
従
業
員
以
外
の
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
③
持
株
会
規
則
二
二
条
で
は
、
従
業
員
持
株
会
会
員
と
導
入
企
業
と
の
間
の

労
働
関
係
が
終
了
す
る
場
合
、
そ
の
株
式
は
持
株
会
内
部
に
譲
渡
し
、
あ
る
い
は
い
っ
た
ん
持
株
会
が
買
い
戻
し
た
う
え
で
、
新
し
い
会

員
に
取
得
さ
せ
る
と
規
定
す
る
（
筆
者
注
：
強
制
的
な
規
定
で
は
な
い
）。
し
た
が
っ
て
、
X
が
所
有
す
る
株
式
は
、
Y1
が
買
い
戻
す
べ
き
で

あ
る
。
Y1
は
こ
れ
を
不
服
と
し
て
、
控
訴
し
た
。

　

第
二
審
は
、
第
一
審
の
判
決
に
誤
り
が
あ
り
、
X
の
要
求
は
法
律
の
根
拠
が
な
い
と
し
て
、
破
棄
自
判
し
た
。
結
論
と
し
て
、
X
の
①

の
主
張
は
棄
却
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①
Y1
の
定
款
に
は
、
従
業
員
が
退
職
し
た
場
合
、
持
株
会
会
員
の
資
格

を
失
い
、
会
員
が
所
有
す
る
株
式
を
譲
渡
し
な
け
れ
ば
な
ら
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
Y1
が
そ
の
株
式
を
買
い
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
義
務
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
②
Y1
は
社
団
法
人
で
は
な
く
、
そ
の
目
的
は
従
業
員
持
株
制
度
対
象
株
式
の
管
理
運
営
に

す
ぎ
ず
、
第
三
者
に
対
し
て
責
任
能
力
が
な
い
こ
と
、
③
持
株
会
規
則
二
三
条
は
、
持
株
会
が
配
当
金
の
五
％
を
株
式
の
買
戻
し
の
準
備

金
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
す
る
が
、
こ
れ
は
強
制
性
の
な
い
規
定
で
あ
り
、
Y1
は
そ
の
よ
う
な
資
金
を
準
備
し
て
い
な
い
と
し
た
。
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こ
れ
を
不
服
と
し
て
、
X
は
中
国
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
に
基
づ
き
再
審
を
申
し
立
て
た
。
再
審
は
、
Y1
の
定
款
お
よ
び
Y2
の
定
款
に

は
、
従
業
員
が
退
職
し
た
場
合
、
Y1
が
そ
の
株
式
を
買
い
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
と
認
定
し
、
第

二
審
の
判
決
を
支
持
し
た
。

［
検　

討
］

　

第
二
審
の
判
決
か
ら
み
る
と
、
従
業
員
持
株
会
の
導
入
企
業
は
、
従
業
員
が
退
職
し
た
と
き
に
、
そ
の
従
業
員
が
所
有
す
る
株
式
を
買

い
戻
す
義
務
は
な
い
と
思
わ
れ
る（
（（0
（

。
確
か
に
、
本
事
件
で
は
、
定
款
に
よ
る
と
、
Y1
が
X
の
所
有
す
る
株
式
を
買
い
戻
す
義
務
は
規
定
し

て
い
な
い
。
た
だ
し
、
会
社
側
は
退
職
し
た
従
業
員
か
ら
株
式
を
強
制
的
に
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
、
従
業
員
が
退
職

し
た
と
き
、
そ
の
持
株
は
会
社
側
に
譲
渡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
会
社
の
企
業
価
値
が
大
幅
に
下
落
し
た
場
合
な
ど
、

会
社
側
は
株
式
の
譲
受
人
が
見
つ
か
ら
な
い
な
ど
の
理
由
で
、
従
業
員
の
持
株
の
買
戻
し
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
従
業

員
側
に
明
ら
か
に
不
利
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
従
業
員
が
退
職
し
た
と
き
、
対
象
株
式
を
会
社
側
に
強
制
的
に
譲
渡

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
会
社
側
に
も
買
戻
し
の
義
務
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

3　

議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
の
不
明
確
性

　

中
国
の
従
業
員
持
株
制
度
に
つ
い
て
は
、
議
決
権
の
行
使
に
関
す
る
規
制
は
な
い
。
ま
た
、
中
国
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
に
お
け
る
議
決
権
の
行

使
に
つ
い
て
も
、
明
確
な
規
定
は
な
い
。
管
理
方
法
一
一
条
は
、

従
業
員
持
株
制
度
に
参
加
す
る
従
業
員
は
、
持
株
会
の
代
表
者
や
相
応
機
関
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
代
表
者
が
持
株
制
度

の
管
理
運
営
を
監
督
し
、
代
表
と
し
て
株
式
の
権
利
を
行
使
し
、
あ
る
い
は
資
産
管
理
機
関
に
授
権
す
る

と
し
か
規
定
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
議
決
権
の
行
使
人
は
、
持
株
会
の
代
表
者
、
持
株
会
の
相
応
機
関
、
資
産
管
理
機
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関
、
従
業
員
株
主
個
人
と
い
う
四
つ
の
可
能
性
が
あ
る（
（01
（

。
議
決
権
の
行
使
方
式
は
導
入
企
業
自
身
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
実
務
上

は
、
持
株
会
で
多
数
決
に
よ
り
決
定
し
、
理
事
長
あ
る
い
は
資
産
管
理
機
関
に
よ
っ
て
行
う
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
①

中
国
の
上
場
会
社
で
は
、
大
株
主
や
筆
頭
株
式
の
持
分
が
圧
倒
的
に
大
き
く
、
大
株
主
の
構
成
は
安
定
し
て
い
る
場
合
が
多
い（
（0（
（

、
②
上
場

会
社
の
場
合
は
、
従
業
員
持
株
制
度
の
導
入
は
、
株
主
総
会
で
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
の
よ
う
に
、
経
営
陣
が
保
身
の
た
め

に
従
業
員
株
主
制
度
を
導
入
す
る
問
題
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
従
業
員
持
株
会
に
参
加
す
る
従
業
員
は
、
株
主
と
し

て
の
権
利
よ
り
、
利
益
の
み
を
重
視
す
る
場
合
が
多
い（
（00
（

。

　

た
だ
し
、
そ
う
す
る
と
、
参
加
者
は
従
業
員
株
主
と
し
て
の
権
利
が
保
護
さ
れ
て
い
な
い
し
、
ま
た
、
経
営
陣
が
保
身
の
た
め
に
制
度

を
導
入
す
る
可
能
性
が
ま
っ
た
く
な
い
と
は
い
え
な
い
。
実
際
、
二
〇
〇
四
年
、
広
発
証
券
は
、
買
収
防
衛
策
と
し
て
従
業
員
持
株
制
度

を
導
入
し
、
中
信
証
券
の
買
収
を
止
め
た
事
件
が
あ
る（
（00
（

。
現
在
上
場
会
社
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
状
況
が
あ
ま
り
な
く
て
も
、
従
業
員
持

株
制
度
が
濫
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
議
決
権
行
使
の
独
立
性
を
確
保
す
る
た
め
、
詳
し
く
規
定
す
べ
き
と
思
う
。
例
え
ば
、
日
本
の
よ
う

に
、
会
社
か
ら
独
立
し
て
い
る
人
物
を
持
株
会
の
代
表
者
に
選
任
す
る
こ
と
や
、
従
業
員
株
主
は
株
主
と
し
て
の
権
利
を
行
使
で
き
る

（
議
決
権
の
不
統
一
行
使
な
ど
）
と
い
う
よ
う
な
基
本
的
な
仕
組
み
を
要
求
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
。

4　

中
国
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
に
お
け
る
従
業
員
利
益
の
保
護

　

前
述
七
㈡
の
よ
う
に
、
中
国
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
で
は
、
従
業
員
持
株
会
が
対
象
株
式
を
公
開
買
付
で
（
あ
る
い
は
第
三
者
割
当
に
よ
る
）
取
得

し
、
譲
渡
制
限
期
間
が
経
過
す
る
と
公
開
市
場
で
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
中
国
の
上
場
会
社
で
は
、
大
株
主
の
構
成
が
安
定

し
、
経
営
権
の
争
い
が
少
な
い
た
め
、
経
営
陣
は
筆
頭
株
主
の
関
係
者
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
そ
こ
で
、
大
株
主
の
た
め
に
、
中
国
版
Ｅ

Ｓ
Ｏ
Ｐ
を
導
入
す
る
お
そ
れ
が
あ（
（00
（

る
（
（00
（

。
例
え
ば
、
対
象
株
式
の
管
理
運
営
は
資
産
管
理
機
関
に
委
託
す
る
場
合
が
多
く
、
経
営
陣
が
資
産

管
理
機
関
の
選
任
権
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
資
産
管
理
機
関
が
経
営
陣
か
ら
影
響
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
象
株
式
の
買
付

け
に
つ
い
て
、
買
し
付
け
は
六
カ
月
間
以
内
に
完
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
だ
け
規
定
さ
れ
、
具
体
的
方
法
が
自
由
で
あ
る
以
上
、
資
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産
管
理
機
関
は
会
社
お
よ
び
大
株
主
の
都
合
で
買
い
付
け
を
行
う
お
そ
れ
が
あ
る（
（00
（

。
そ
の
よ
う
な
場
合
は
、
制
度
に
参
加
す
る
従
業
員
の

利
益
を
害
し
か
ね
な
い
。
実
際
、
大
株
主
は
中
国
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
を
通
じ
て
、
自
分
が
所
有
し
て
い
る
流
通
で
き
な
い
株
式（
（00
（

を
売
却
す
る
問

題
が
注
目
さ
れ
て
い
る（
（00
（

。
そ
れ
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
流
通
が
制
限
さ
れ
る
株
式
は
、
中
国
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
の
対
象
株
式
と
す
る
こ
と
を

禁
止
す
べ
き
と
い
う
意
見
が
あ
る（
（00
（

。

　

ま
た
、
指
導
意
見
で
は
、
中
国
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
株
式
取
得
資
金
に
つ
い
て
は
、
従
業
員
が
自
分
で
調
達
す
る
方
法
と
他
の
方
式
し
か
規
定

し
て
い
な
い
。
深
圳
証
券
取
引
所
の
デ
ー
タ
か
ら
み
る
と
、
二
〇
一
六
年
に
導
入
さ
れ
た
ス
キ
ー
ム
の
三
〇
％
は
、
従
業
員
が
自
分
で
資

金
を
調
達
す
る
方
式
で
あ
り
、
六
二
％
は
大
株
主
や
金
融
機
関
か
ら
融
資
を
受
け
る
方
式
で
あ
り
、
奨
励
金
を
支
給
す
る
会
社
は
三
社
し

か
な
い（
（01
（

。
株
式
の
売
買
は
全
部
時
価
で
行
う
以
上
、
従
業
員
の
視
点
か
ら
す
る
と
、
中
国
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
に
参
加
す
る
こ
と
は
、
自
分
で
株

式
市
場
で
株
式
売
買
す
る
よ
り
メ
リ
ッ
ト
が
少
な
い（
（0（
（

。
さ
ら
に
、
株
式
の
譲
渡
や
ス
キ
ー
ム
か
ら
退
出
が
制
限
さ
れ
、
参
加
者
は
得
ら
れ

る
利
益
が
少
な
い
。
実
際
、
二
〇
一
八
年
九
月
八
日
時
点
で
譲
渡
制
限
期
間
を
超
え
て
い
る
四
一
七
件
の
ス
キ
ー
ム
の
中
で
、
黒
字
が
出

て
い
る
例
は
一
八
七
件
で
あ
り
、
全
体
の
四
五
％
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
半
分
以
上
の
ス
キ
ー
ム
は
赤
字
が
出
て
い
る
状

況
で
あ
る
。
と
く
に
二
〇
一
八
年
時
点
で
譲
渡
制
限
期
間
経
過
の
一
〇
四
件
の
ス
キ
ー
ム
の
中
で
、
七
〇
％
の
ス
キ
ー
ム
は
損
失
が
出
て

い
る（
（00
（

。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
八
年
の
中
国
会
社
法
の
改
正
に
よ
り
、
奨
励
金
の
制
限
が
緩
や
か
に
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、

改
正
前
の
会
社
法
一
四
二
条
は
、
会
社
は
株
式
を
褒
賞
と
し
て
自
社
の
従
業
員
に
給
付
す
る
た
め
に
、
自
己
株
式
を
取
得
す
る
場
合
、
購

入
に
用
い
る
資
金
は
、
会
社
の
税
引
後
利
益
か
ら
支
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
た
。
こ
の
規
定
に
よ
り
、
中
国
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
を

導
入
す
る
際
、
奨
励
金
の
拠
出
は
、
前
年
度
の
税
引
後
利
益
か
ら
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
回
の
会
社
法
の
改
正
は
、
以
上
の
制
限

が
条
文
か
ら
削
除
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
中
国
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
の
ス
キ
ー
ム
に
お
い
て
、
奨
励
金
の
支
給
を
促
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
中
国
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
の
場
合
、
退
職
従
業
員
の
株
式
の
処
分
に
つ
い
て
具
体
的
な
規
定
は
な
く
、
導
入
企
業
に
委
ね
る
こ
と
に
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な
る
。
実
務
で
は
、
ス
キ
ー
ム
存
続
期
間
中
、
従
業
員
持
株
制
度
へ
の
参
加
者
は
ス
キ
ー
ム
か
ら
退
出
す
る
こ
と
や
、
持
分
を
第
三
者
に

譲
り
渡
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
従
業
員
側
の
原
因
で
退
職
す
る
（
定
年
退
職
を
除
く
）
場
合
、
そ
の
持
分
を
従
業
員
持
株
会
に

譲
渡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
譲
渡
価
額
に
つ
い
て
は
、
取
得
価
額
と
時
価
の
低
い
方
が
譲
渡
価
額
に
な
る
。
他
方
、
導
入
企
業
側
の
原

因
で
退
職
す
る
場
合
の
規
定
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
事
情
が
発
生
す
る
と
き
、
ど
の
よ
う
に
対
応
す
べ
き
か
明
ら
か
で
は
な
い
。

5　

中
国
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
の
対
象
者
の
不
明
確
性

　

管
理
方
法
は
、
中
国
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
の
対
象
者
は
会
社
の
従
業
員
と
役
員
と
す
る
。
こ
れ
以
外
の
具
体
的
な
規
定
は
な
い
。
実
務
上
は
、

二
つ
の
問
題
が
あ
る
。
ま
ず
、
一
部
の
ス
キ
ー
ム
は
、
そ
の
対
象
者
を
管
理
職
を
中
心
に
限
定
し
て
お
り
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
手
段
と
し

て
の
「
役
員
持
株
会
」
と
評
価
さ
れ
る（
（00
（

。
従
業
員
持
株
制
度
と
株
式
報
酬
制
度
を
明
確
に
区
別
し
て
い
な
い
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
Ｅ
Ｓ
Ｏ

Ｐ
は
、
元
々
従
業
員
の
財
産
形
成
の
た
め
の
制
度
で
あ
り
、
そ
れ
を
役
員
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
手
段
と
し
て
運
用
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ

れ
に
対
し
て
、
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
の
対
象
で
は
、
一
般
従
業
員
の
割
合
や
持
分
の
下
限
を
規
定
し
、
あ
る
い
は
役
員
の
割
合
や
持
分
の
上
限
を
制

限
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る（
（00
（

。

　

ま
た
、
従
業
員
の
範
囲
に
つ
い
て
の
規
定
は
な
い
。
実
務
上
、
関
連
会
社
の
従
業
員
や
取
引
関
係
者
も
ス
キ
ー
ム
の
対
象
者
と
す
る
場

合
が
あ
る
。
従
業
員
の
範
囲
を
無
制
限
に
拡
大
す
る
と
、
権
利
濫
用
の
問
題
が
起
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
結
果
、
従
業
員
や
中
小
株

主
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る（
（00
（

。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
回
避
す
る
た
め
に
、
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
の
対
象
者
を
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
。
例
え

ば
、
一
定
の
条
件
を
満
た
さ
な
い
と
、
親
会
社
の
従
業
員
は
子
会
社
の
対
象
株
式
を
持
つ
こ
と
を
禁
止
す
べ
き
と
い
う
意
見
が
あ
る（
（00
（

。

6　

そ
の
他
の
問
題
点

　

ま
ず
、
従
業
員
持
株
制
度
に
関
す
る
規
定
が
不
十
分
で
あ
る
。
従
業
員
持
株
制
度
は
、
会
社
法
、
税
法
、
証
券
法
、
労
働
法
な
ど
の
法

律
と
関
係
す
る
。
中
国
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
が
順
調
に
導
入
利
用
さ
れ
る
た
め
に
、
会
社
法
が
改
正
さ
れ
た
。
し
か
し
、
従
業
員
持
株
制
度
、
特

に
中
国
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
を
導
入
す
る
た
め
の
法
制
度
の
準
備
は
、
ま
だ
整
っ
て
い
な
い
と
い
え
る
。
例
え
ば
、
前
述
七
㈠
で
は
、
現
在
の
規
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定
と
し
て
、
管
理
方
法
と
指
導
意
見
を
紹
介
し
た
。
管
理
方
法
に
つ
い
て
、
二
〇
一
二
年
に
意
見
募
集
版
が
発
表
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
正
式
版
は
未
だ
に
発
表
さ
れ
て
い
な
い
。
実
際
に
適
用
さ
れ
る
規
定
は
、
指
導
意
見
と
証
券
取
引
所
の
情
報
開
示
に
関
す
る
規
定
し

か
な
い
。
し
か
し
、
指
導
意
見
は
基
本
的
な
規
定
が
多
く
、
具
体
的
規
定
は
少
な
い
。
試
行
し
て
い
る
段
階
と
は
い
え
、
適
用
さ
れ
る
規

定
が
明
ら
か
に
不
足
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
現
在
導
入
さ
れ
て
い
る
中
国
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
は
、
従
業
員
の
長
期
の
福
利
厚
生
制
度
で
は
な
く
、
短
期
的
な
投
資
制
度
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
現
在
の
中
国
の
状
況
に
ふ
さ
わ
し
い
制
度
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
と
も
と
従
業
員
持
株
制
度
は
、
従
業
員
の
福
利
厚
生

制
度
で
あ
り
、
長
期
に
わ
た
り
適
用
さ
れ
る
制
度
も
設
け
る
べ
き
と
思
う
。
最
後
に
、
中
国
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
は
、
も
と
も
と
国
有
企
業
改
革

の
一
環
と
し
て
導
入
さ
れ
た
と
い
う
意
味
が
あ
る（
（00
（

。
国
有
企
業
に
お
け
る
従
業
員
持
株
制
度
の
問
題
に
つ
い
て
十
分
検
討
す
る
価
値
が
あ

る
。
た
だ
し
、
国
有
企
業
の
場
合
、
会
社
法
制
度
と
の
関
係
よ
り
、
行
政
の
法
制
度
と
の
関
係
が
重
要
で
あ
る
た
め
、
本
文
で
は
検
討
し

て
い
な
い
。

八　

お
わ
り
に

　

日
本
の
従
業
員
持
株
制
度
は
、
従
業
員
の
福
利
厚
生
が
主
要
な
目
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
会
社
の
安
定
株
主
層
の
形
成
、
買
収
防
衛
策

の
一
つ
の
方
法
と
し
て
の
効
果
も
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
制
度
を
導
入
す
る
際
、
参
加
人
従
業
員
の
利
益
は
、
ど
の
よ
う
に
保
護
さ
れ
る
べ

き
か
が
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
非
上
場
会
社
の
場
合
、
株
式
の
売
買
価
額
が
固
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
参
加
人
の
金
銭

的
な
利
益
の
保
護
が
注
目
さ
れ
た
。
他
方
、
上
場
会
社
の
場
合
、
経
営
陣
は
自
己
の
保
身
の
た
め
に
、
従
業
員
持
株
制
度
を
導
入
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
た
め
、
金
銭
的
な
利
益
の
ほ
か
、
参
加
人
の
株
主
と
し
て
の
利
益
（
例
え
ば
議
決
権
の
行
使
）
が
保
護
さ
れ
る
べ
き
と
思
わ
れ

る
。
実
務
上
は
、
経
済
産
業
省
の
「
報
告
書
」
お
よ
び
日
本
証
券
業
協
会
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
そ
れ
ぞ
れ
の
基
本
的
な
方
法
が
規
定
さ
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れ
て
い
る
。
裁
判
例
の
流
れ
か
ら
み
る
と
、
従
業
員
持
株
制
度
に
関
す
る
紛
争
の
判
断
方
法
が
定
着
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
問
題
が
残
っ
て
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
具
体
的
な
状
況
に
よ
っ
て
、
丁
寧
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
中
国
で
は
中
国
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
が
導
入
さ
れ
て
以
来
、
試
行
段
階
と
は
い
え
、
二
〇
一
八
年
ま
で
に
四
年
間
を
経
た
。

二
〇
一
八
年
中
国
会
社
法
の
改
正
か
ら
、
従
業
員
持
株
制
度
の
法
整
備
が
推
進
さ
れ
始
め
て
い
る
。
正
式
版
の
「
管
理
方
法
」
の
発
表
と

株
主
で
あ
る
従
業
員
持
株
制
度
の
主
体
の
確
定
は
、
法
整
備
の
一
環
と
し
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
従
業
員
持
株
制
度
は
従
業
員

の
福
利
厚
生
制
度
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
導
入
さ
れ
て
い
る
中
国
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
制
度
に
関
す
る
デ
ー
タ
か
ら
み
る
と
、
損
失
が

出
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
参
加
人
従
業
員
の
利
益
を
ど
の
よ
う
に
保
護
す
べ
き
か
が
、
重
要
な
問
題
点
で
あ
ろ
う
。

（
1
）  

市
川
兼
三
『
従
業
員
持
株
制
度
の
研
究
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
五
三
頁
。

（
2
）  

市
川
（
前
掲
・
注（
1
））
五
二
頁
。

（
3
）  

前
田
雅
弘
〔
稿
〕
岩
原
紳
作
＝
神
作
裕
之
＝
藤
田
友
敬
〔
編
〕『
会
社
法
判
例
百
選
［
第
三
版
］』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）
四
四
頁
。

（
4
）  

福
井
地
判
昭
和
六
〇
年
三
月
二
九
日
（
後
掲
・
熊
谷
組
事
件
）、
東
京
高
決
平
成
二
四
年
七
月
一
二
日
（
後
掲
・
ダ
イ
ヤ
通
商
事
件
）。

（
5
）  

あ
る
会
社
が
他
の
会
社
を
直
接
又
は
間
接
に
支
配
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に

関
す
る
内
閣
府
令
六
条
三
項
各
号
に
掲
げ
る
当
該
他
の
会
社
を
い
う
）
を
い
う
。

（
6
）  

日
本
証
券
業
協
会
「
持
株
制
度
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（http://w

w
w

.jsda.or.jp/shiraberu/m
inasam

a/m
ochikabu_

m
ochitoushiguchi/m

ochikabuGL

（20180914

）.pdf

、
二
〇
一
九
年
一
月
一
一
日
ア
ク
セ
ス
）
一
頁
。

（
7
）  

新
谷
勝
『
新
し
い
従
業
員
持
株
制
度
』（
税
務
経
理
協
会
、
二
〇
〇
九
年
）
一
四
頁
。

（
8
）  

新
谷
（
前
掲
・
注（
7
））
一
四
頁
。

（
9
）  

市
川
（
前
掲
・
注（
1
））
五
六
頁
。

（
10
）  

新
谷
（
前
掲
・
注（
7
））
二
六
頁
。

（
11
）  

新
谷
（
前
掲
・
注（
7
））
二
六
頁
。
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（
12
）  

経
済
産
業
省
「
新
た
な
自
社
株
式
保
有
ス
キ
ー
ム
に
関
す
る
報
告
書
」（http://w
w

w
.m

eti.go.jp/policy/econom
y/keiei_innovation/

keizaihousei/esop_houkoku.pdf

、
二
〇
一
九
年
一
月
一
一
日
ア
ク
セ
ス
）
二
二
頁
。

（
13
）  

新
谷
（
前
掲
・
注（
7
））
五
〇
頁
。

（
14
）  
新
谷
（
前
掲
・
注（
7
））
五
二
─
五
三
頁
。

（
15
）  
東
京
証
券
取
引
所
「
二
〇
一
六
年
度
従
業
員
持
株
会
状
況
調
査
結
果
の
概
要
に
つ
い
て
」（https://w

w
w

.jpx.co.jp/m
arkets/statistics-

equities/exam
ination/tvdivq0000001xhe-att/em

ployee_2016.pdf

、
二
〇
一
九
年
一
月
一
一
日
ア
ク
セ
ス
）
二
頁
。

（
16
）  

日
本
証
券
業
協
会
（
前
掲
・
注（
6
））
四
─
五
頁
。

（
17
）  

新
谷
（
前
掲
・
注（
7
））
二
九
頁
。

（
18
）  

新
谷
（
前
掲
・
注（
7
））
七
三
頁
。

（
19
）  

新
谷
（
前
掲
・
注（
7
））
七
〇
頁
。

（
20
）  

新
谷
（
前
掲
・
注（
7
））
三
〇
頁
。

（
21
）  

新
谷
（
前
掲
・
注（
7
））
五
八
頁
。

（
22
）  

新
谷
（
前
掲
・
注（
7
））
五
八
頁
。

（
23
）  

経
済
産
業
省
（
前
掲
・
注（
12
））
二
頁
。

（
24
）  

瀬
谷
ゆ
り
子
「
従
業
員
に
よ
る
株
式
取
得
ス
キ
ー
ム
の
検
討
（
上
）」
桃
山
学
院
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
三
九
巻
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
三
〇
頁
。

（
25
）  

既
に
設
定
し
て
い
る
企
業
に
よ
っ
て
は
、
旧
中
間
法
人
法
の
時
代
に
設
立
さ
れ
た
「
中
間
法
人
」
を
利
用
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
新
た
に
設

立
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
一
般
社
団
法
人
法
」（
平
成
一
八
年
法
律
四
八
号
）
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
瀬
谷
（
前
掲
・
注（
24
））
注
7
。

（
26
）  

有
吉
尚
哉
「
日
本
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
の
法
的
論
点
と
実
務
対
応
」
商
事
法
務
一
八
八
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
二
五
─
二
六
頁
。

（
27
）  

有
吉
（
前
掲
・
注（
26
））
二
五
─
二
六
頁
。

（
28
）  

瀬
谷
（
前
掲
・
注（
24
））
三
一
頁
。

（
29
）  

瀬
谷
（
前
掲
・
注（
24
））
三
二
頁
。

（
30
）  

竹
澤
康
子
「
従
業
員
持
株
会
制
度
と
新
た
な
日
本
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
」
経
済
論
集
四
三
巻
二
号
（
二
〇
一
八
年
）
二
九
三
頁
。

（
31
）  

「
日
本
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
、
従
業
員
持
株
会
型
が
約
六
割
」
週
刊
経
営
財
務
三
二
三
五
号
（
二
〇
一
五
年
）
四
頁
。

（
32
）  

竹
澤
（
前
掲
・
注（
30
））
二
九
五
頁
。
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（
33
）  

竹
澤
（
前
掲
・
注（
30
））
二
九
六
頁
。

（
34
）  

竹
澤
（
前
掲
・
注（
30
））
二
九
七
頁
。

（
35
）  

江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
法
（
第
七
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）
二
五
一
頁
。

（
36
）  
味
村
治
「
従
業
員
持
株
制
度
制
度
（
上
）」
商
事
法
務
四
三
〇
号
（
一
九
六
七
年
）
四
頁
、
矢
沢
惇
「
い
わ
ゆ
る
『
新
従
業
員
持
株
制
度
』
の
商

法
上
の
問
題
点
」
商
事
法
務
四
八
〇
号
（
一
九
六
九
年
）
二
頁
、
河
本
一
郎
「
従
業
員
持
株
制
度
の
法
的
諸
問
題
」
別
冊
商
事
法
務
研
究
一
一
号

（
一
九
七
〇
年
）
三
二
頁
な
ど
参
照
。

（
37
）  

有
吉
（
前
掲
・
注（
26
））
二
七
頁
。

（
38
）  

葉
玉
匡
美
＝
生
瀬
雅
志
「
従
業
員
持
株
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
信
託
の
法
務
上
の
問
題
点
」
商
事
法
務
一
九
一
五
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
五
頁
、
経
済
産
業

省
（
前
掲
・
注（
12
））
一
五
頁
。

（
39
）  

渡
部
潔
『
日
本
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
入
門
：
ス
キ
ー
ム
別
解
説
と
潜
在
的
リ
ス
ク
分
析
』（
中
央
経
済
社
、
二
〇
〇
九
年
）
一
五
三
頁
。

（
40
）  

有
吉
（
前
掲
・
注（
26
））
二
七
頁
。

（
41
）  

ビ
ー
ク
ル
が
保
有
す
る
株
式
に
対
す
る
配
当
や
、
ビ
ー
ク
ル
に
発
生
す
る
売
買
差
損
益
が
導
入
企
業
に
帰
属
す
る
こ
と
は
、
第
三
者
名
義
で
取

得
さ
れ
た
株
式
の
支
配
が
導
入
企
業
に
属
す
る
こ
と
を
推
認
さ
せ
る
重
要
な
事
情
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
経
済
産
業
省
（
前
掲
・
注（
12
））
一

九
頁
。

（
42
）  

江
頭
（
前
掲
・
注（
35
））
八
二
頁
。

（
43
）  

内
ヶ
崎
茂
「
株
式
報
酬
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
・
プ
ラ
ン
の
制
度
設
計
と
法
的
考
察
」
商
事
法
務
一
九
八
五
号
（
二
〇
一
二
年
）
三
五
頁
。

（
44
）  

中
村
一
彦
「
会
社
の
従
業
員
を
会
員
と
す
る
持
株
会
に
対
す
る
奨
励
金
の
支
出
が
商
法
二
九
四
条
ノ
二
に
違
反
し
な
い
と
さ
れ
た
事
例
」
金

融
・
商
事
判
例
七
二
五
号
（
一
九
八
五
年
）
四
六
頁
。

（
45
）  

大
和
正
史
「
従
業
員
持
株
制
度
と
利
益
供
与
禁
止
」
商
事
法
務
九
九
九
号
（
一
九
八
四
年
）
四
頁
。

（
46
）  

大
和
（
前
掲
・
注（
45
））
四
頁
、
河
本
一
郎
「
従
業
員
持
株
会
へ
の
奨
励
金
と
利
益
供
与
」
商
事
法
務
一
〇
八
八
号
（
一
九
八
六
年
）
五
頁
な

ど
参
照
。

（
47
）  

瀬
谷
（
前
掲
・
注（
24
））
三
六
頁
。

（
48
）  

新
谷
勝
「
日
本
型
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
の
仕
組
み
と
法
的
留
意
点
」
銀
行
法
務
二
一　

七
〇
二
号
（
二
〇
〇
九
年
）
八
頁
。

（
49
）  

弥
永
真
生
「
信
託
型
従
業
員
持
株
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
・
プ
ラ
ン
」『
会
社
法
の
実
践
ト
ピ
ッ
ク
ス
二
四
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
九
年
）
一
二
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八
頁
。

（
50
）  

伊
藤
靖
史
「
日
本
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
と
新
株
の
不
公
正
発
行
」
商
事
法
務
二
一
〇
三
号
（
二
〇
一
六
年
）
四
三
頁
。

（
51
）  

弥
永
（
前
掲
・
注（
49
））
一
二
一
頁
。

（
52
）  
田
中
亘
『
企
業
買
収
と
防
衛
策
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
二
年
）
一
一
三
頁
。

（
53
）  
和
田
宗
久
「
日
本
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
導
入
に
お
け
る
Ｓ
Ｐ
Ｖ
へ
の
第
三
者
割
当
て
と
不
公
正
発
行
」
金
融
・
商
事
判
例
一
四
一
五
号
（
二
〇
一
三

年
）
四
頁
。

（
54
）  

潘
阿
憲
「
従
業
員
持
株
会
支
援
会
（
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
）
に
対
す
る
第
三
者
割
当
増
資
と
不
公
正
発
行
」
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
一
三
巻
八
号
（
二
〇
一
三

年
）
一
五
二
頁
。

（
55
）  

和
田
（
前
掲
・
注（
53
））
六
頁
。

（
56
）  

藤
原
俊
雄
「
判
批
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
速
報
判
例
解
説
一
三
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
一
五
頁
。

（
57
）  

白
井
正
和
「
日
本
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
と
不
公
正
発
行
」『
平
成
二
四
年
度
重
要
判
例
解
説
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
九
八
頁
。

（
58
）  

髙
原
達
広
＝
宮
下
央
「
日
本
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
の
導
入
を
目
的
と
し
た
一
般
社
団
法
人
に
対
す
る
第
三
者
割
当
て
の
差
止
請
求
」
金
融
法
務
事
情
一

九
八
五
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
〇
〇
頁
。

（
59
）  

伊
藤
（
前
掲
・
注（
50
））
四
五
頁
。

（
60
）  

和
田
（
前
掲
・
注（
53
））
七
頁
。

（
61
）  

髙
原
＝
宮
下
（
前
掲
・
注（
58
））
一
〇
〇
頁
。

（
62
）  

内
栫
博
信
「
日
本
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
に
対
す
る
新
株
発
行
」
琉
大
法
学
九
三
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
一
二
頁
。

（
63
）  

日
本
証
券
業
協
会
（
前
掲
・
注（
6
））
七
頁
。

（
64
）  

日
本
証
券
業
協
会
（
前
掲
・
注（
6
））
七
─
八
頁
。

（
65
）  

新
谷
（
前
掲
・
注（
7
））
五
七
頁
。

（
66
）  

市
川
（
前
掲
・
注（
1
））
三
二
一
頁
。

（
67
）  

経
済
産
業
省
（
前
掲
・
注（
12
））
一
七
頁
。

（
68
）  

経
済
産
業
省
（
前
掲
・
注（
12
））
一
七
頁
。

（
69
）  

経
済
産
業
省
（
前
掲
・
注（
12
））
一
八
頁
。
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（
70
）  

経
済
産
業
省
（
前
掲
・
注（
12
））
一
九
頁
。

（
71
）  

有
吉
（
前
掲
・
注（
26
））
三
一
頁
。

（
72
）  

有
吉
（
前
掲
・
注（
26
））
三
一
頁
。

（
73
）  
上
柳
克
郎
「
株
式
の
譲
渡
制
限
─
定
款
に
よ
る
制
限
と
契
約
に
よ
る
制
限
」
大
阪
学
院
大
学
法
学
研
究
一
五
巻
一
＝
二
号
（
一
九
八
九
年
）
一

四
頁
。

（
74
）  

田
中
誠
二
『
会
社
法
詳
論
（
上
）〔
三
全
訂
版
〕』（
勁
草
書
房
、
一
九
九
三
年
）
三
八
七
頁
、
大
隅
健
一
郎
ほ
か
『
新
会
社
法
概
説
』（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
九
年
）
一
二
〇
頁
。

（
75
）  

龍
田
節
「
従
業
員
持
株
制
度
と
株
式
の
譲
渡
制
限
」
商
事
法
務
一
〇
五
五
号
（
一
九
八
五
年
）
一
〇
四
頁
。

（
76
）  

市
川
（
前
掲
・
注（
1
））
四
三
六
─
四
三
七
頁
。

（
77
）  

南
保
勝
美
「
従
業
員
持
株
制
度
に
お
け
る
株
式
買
戻
」
明
治
大
学
法
律
論
叢
六
七
巻
四
・
五
・
六
号
（
一
九
九
五
年
）
四
一
八
頁
。

（
78
）  

河
本
一
郎
ほ
か
「〔
座
談
会
〕
従
業
員
持
株
制
度
を
め
ぐ
る
諸
問
題
（
一
）」
民
商
法
雑
誌
九
八
巻
三
号
（
一
九
八
八
年
）
三
二
一
頁
（
神
崎
克

郎
発
言
）、
三
二
二
頁
（
森
本
滋
発
言
）。

（
79
）  

河
本
ほ
か
（
前
掲
・
注（
78
））
三
二
三
頁
（
森
本
滋
発
言
）。

（
80
）  

河
本
ほ
か
（
前
掲
・
注（
78
））
三
二
一
頁
（
神
崎
克
郎
発
言
）。

 
 

ま
た
、
神
崎
先
生
は
、
譲
渡
制
限
契
約
と
旧
商
法
二
〇
四
条
一
項
の
関
係
に
つ
い
て
、「
具
体
的
な
条
文
と
し
て
は
二
〇
四
条
一
項
が
関
係
す
る

こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
実
質
は
、
民
法
の
公
序
良
俗
と
い
う
言
葉
は
大
変
広
範
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
」
と
述
べ
た
。

（
81
）  

河
本
ほ
か
（
前
掲
・
注（
78
））
三
三
四
─
三
三
五
頁
（
神
崎
克
郎
発
言
）。

（
82
）  

河
本
ほ
か
（
前
掲
・
注（
78
））
三
二
一
頁
（
神
崎
克
郎
発
言
）。

（
83
）  

神
崎
克
郎
「
従
業
員
持
株
制
度
に
お
け
る
譲
渡
価
格
約
定
の
有
効
性
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
〇
一
号
（
一
九
八
三
年
）
六
頁
。

（
84
）  

吉
岡
伸
一
「
従
業
員
持
ち
株
会
と
従
業
員
間
の
買
戻
し
代
金
額
に
つ
い
て
の
特
約
」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
五
九
巻
二
号
（
二
〇
〇
九
年
）
二

〇
九
頁
。

（
85
）  

前
田
雅
弘
〔
稿
〕
岩
原
紳
作=

神
作
裕
之=

藤
田
友
敬
〔
編
〕『
会
社
法
判
例
百
選
［
第
三
版
］』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）
四
五
頁
。

（
86
）  

川
島
い
づ
み
「
日
経
新
聞
株
式
譲
渡
ル
ー
ル
事
件
上
告
審
判
決
」
判
例
時
報
二
〇
六
〇
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
七
八
頁
、
弥
永
真
生
「
日
経
新

聞
紙
を
発
行
す
る
新
聞
社
に
お
け
る
従
業
員
持
株
制
度
に
お
け
る
合
意
の
有
効
性
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
七
四
号
（
二
〇
〇
九
年
）
二
三
頁
。
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（
87
）  

西
川
義
晃
「
株
式
の
従
業
員
…
…
額
面
額
で
こ
れ
を
買
い
戻
す
旨
の
合
意
が
有
効
と
さ
れ
た
事
例
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
五
号
（
二
〇
〇
九

年
）
一
二
六
頁
。

（
88
）  

小
林
俊
明
「
閉
鎖
会
社
に
お
け
る
従
業
員
持
株
制
度
と
株
式
譲
渡
制
限
規
約
」
専
修
法
学
論
集
一
一
一
号
（
二
〇
一
一
年
）
六
五
頁
。

（
89
）  
小
林
（
前
掲
・
注（
88
））
六
三
頁
。

（
90
）  
川
島
（
前
掲
・
注（
86
））
一
七
六
頁
。

（
91
）  

小
林
（
前
掲
・
注（
88
））
七
二
頁
。

（
92
）  

小
林
（
前
掲
・
注（
88
））
七
二
頁
。

（
93
）  

王
保
樹
「
従
業
持
株
会
に
お
け
る
法
構
造
お
よ
び
立
法
選
択
」
法
商
研
究
八
四
期
（
二
〇
〇
一
年
）
三
頁
。

（
94
）  

非
上
場
会
社
が
上
場
す
る
と
き
、
発
起
人
数
は
二
〇
〇
人
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
業
員
持
株
制
度
に
よ
る
株
主
数
が
二
〇
〇
人
を

超
え
る
場
合
、
一
般
的
に
上
場
が
認
め
ら
れ
な
い
。「
従
業
員
株
式
の
発
行
の
停
止
に
つ
い
て
の
通
知
」、
中
国
「
会
社
法
」
七
八
条
、「
上
場
株
式

発
行
・
取
引
の
暫
定
管
理
条
例
」
七
条
を
参
考
す
る
。

（
95
）  

中
国
で
証
券
取
引
お
よ
び
先
物
取
引
を
管
理
す
る
部
門
で
あ
る
。

（
96
）  

孫
即
＝
万
麗
梅
「
上
場
会
社
に
お
け
る
従
業
員
持
株
計
画
の
効
果
と
そ
の
問
題
の
研
究
」
金
融
監
管
研
究
五
一
期
（
二
〇
一
六
年
）
九
〇
頁
。

（
97
）  

李
博
「
二
〇
一
六
年
深
市
会
社
に
お
け
る
株
式
報
酬
と
従
業
員
持
株
計
画
の
状
況
分
析
」
証
券
市
場
導
報
三
〇
五
期
（
二
〇
一
七
年
）
四
七
頁

（「
深
市
会
社
」
は
深
圳
証
券
取
引
所
に
上
場
し
て
い
る
会
社
の
略
称
で
あ
る
）。

（
98
）  

非
上
場
企
業
に
お
け
る
従
業
員
持
株
制
度
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に
関
す
る
法
律
や
行
政
規
定
が
少
な
く
、
会
社
に
よ
り
方
法
が
様
々
で
あ
り
、

典
型
的
な
仕
組
み
が
な
い
た
め
、
仕
組
み
の
紹
介
は
割
愛
す
る
。

（
99
）  

日
本
の
従
業
員
持
株
会
と
は
違
い
、
こ
こ
の
持
株
会
は
、
ス
キ
ー
ム
の
た
め
に
設
立
し
、
ス
キ
ー
ム
が
終
わ
る
と
と
も
に
、
解
散
す
る
と
い
う

仕
組
み
で
あ
る
。

（
100
）  

証
監
会
「
上
場
会
社
に
お
け
る
従
業
員
持
株
計
画
の
試
行
に
つ
い
て
指
導
意
見
」
六
条
一
項
（http://w

w
w

.csrc.gov.cn/pub/new
site/

flb/flfg/bm
gf/ssgs/gszl/201510/t20151012_284990.htm

l

、
二
〇
一
九
年
一
月
一
一
日
ア
ク
セ
ス
）。

（
101
）  

証
監
会
（
前
掲
・
注（
100
））
八
条
。

（
102
）  

証
監
会
（
前
掲
・
注（
100
））
九
条
。

（
103
）  

証
監
会
（
前
掲
・
注（
100
））
六
条
二
項
。
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（
104
）  

二
〇
一
八
年
改
正
前
の
中
国
会
社
法
一
四
二
条
は
、
会
社
が
株
式
を
褒
賞
と
し
て
自
社
の
従
業
員
に
給
付
す
る
た
め
に
、
自
己
株
式
を
取
得
す

る
場
合
、
株
主
総
会
の
決
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
。
ま
た
、
取
得
し
た
株
式
は
、
当
該
会
社
の
発
行
済
株
式
総
額
の
五
％
を
超

え
て
は
な
ら
ず
、
一
年
以
内
に
従
業
員
に
譲
渡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
。
二
〇
一
八
年
改
正
に
よ
り
、
一
四
二
条
は
会
社
が
従
業
員

持
株
計
画
あ
る
い
は
株
式
報
酬
の
た
め
に
、
自
己
株
式
を
取
得
す
る
場
合
、
定
款
あ
る
い
は
事
前
の
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
り
、
三
分
の
二
以
上

の
取
締
役
が
出
席
す
る
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
っ
て
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
す
る
。
ま
た
、
取
得
し
た
株
式
は
、
当
該
会
社
の
発
行
済
株

式
総
額
の
一
〇
％
を
超
え
て
は
な
ら
ず
、
三
年
以
内
に
従
業
員
に
譲
渡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
二
〇
一
八
年
会
社
法
改
正
に
よ
り
、
自

己
株
式
の
取
得
の
制
限
が
緩
や
か
に
な
っ
た
。

（
105
）  

証
監
会
「
上
場
会
社
に
お
け
る
第
三
者
割
当
て
に
よ
る
新
株
発
行
の
実
施
規
則
」
七
条
は
、
第
三
者
割
当
に
よ
る
新
株
発
行
の
場
合
、
払
込
金

額
が
、
価
格
決
定
基
準
日
か
ら
二
〇
日
前
ま
で
の
平
均
値
の
九
〇
％
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
価
格
決
定
基
準
日
は
、
新
株
発
行
の

初
日
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（http://w

w
w

.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5227829.htm

、
二
〇
一
九
年
一
月
一
一
日
ア
ク

セ
ス
）。

（
106
）  

孫
＝
万
（
前
掲
・
注（
96
））
九
三
頁
。

（
107
）  

孫
＝
万
（
前
掲
・
注（
96
））
九
三
頁
。

（
108
）  

二
〇
一
八
年
改
正
前
中
国
会
社
法
一
四
二
条
は
「
奨
励
金
の
拠
出
は
、
当
該
会
社
の
前
年
度
の
純
利
益
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
。
同

規
定
は
、
二
〇
一
八
年
改
正
に
よ
り
削
除
さ
れ
た
。

（
109
）  

民
政
部
「
従
業
員
持
株
会
が
社
団
法
人
と
し
て
登
記
を
一
時
停
止
と
す
る
に
つ
い
て
の
函
」（
二
〇
〇
〇
年
）（http://stj.sh.gov.cn/node1/

zhuzhan/n5/n33/u8ai11228.htm
l

、
二
〇
一
九
年
一
月
一
一
日
ア
ク
セ
ス
）（
こ
こ
の
「
函
」
は
、
一
つ
の
公
文
の
類
型
で
あ
る
）。

（
110
）  

証
監
会
「
従
業
員
持
株
会
及
び
労
働
組
合
が
上
場
会
社
の
株
主
に
な
れ
る
か
に
つ
い
て
の
函
」（
二
〇
〇
〇
年
）（https://biz.sse.com

.cn/cs/
zhs/xxfw

/flgz/regulations/listedco/listed20000211a.htm
、
二
〇
一
九
年
一
月
一
一
日
ア
ク
セ
ス
）。
た
だ
し
、
実
務
上
、
非
上
場
会
社
の

場
合
、
持
株
会
が
労
働
組
合
の
一
つ
の
機
関
と
し
て
運
営
さ
れ
、
労
働
組
合
を
株
主
と
す
る
例
が
多
い
。
王
（
前
掲
・
注（
93
））
四
頁
。

（
111
）  

有
限
責
任
会
社
の
場
合
、
会
社
の
株
主
は
五
〇
人
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
中
国
会
社
法
二
四
条
）。

（
112
）  

中
国
企
業
共
同
経
営
法
に
よ
り
成
立
す
る
、
権
利
能
力
が
な
い
社
団
で
あ
る
。

（
113
）  

徐
永
前
『
持
株
制
度
、
株
式
報
酬
制
度
と
そ
の
弁
護
士
制
度
』（
法
律
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）
三
〇
頁
以
下
。

（
114
）  http://w

enshu.court.gov.cn/content/content?D
ocID

=35dd62d6-60fb-469f-b378-6ac31a6b8daf

、
二
〇
一
九
年
一
月
一
一
日
ア
ク
セ
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ス
。

（
115
）  http://w

enshu.court.gov.cn/content/content?D
ocID

=e38540a2-c6ac-4eaa-9833-ff1a9a1fb2dd

、
二
〇
一
九
年
一
月
一
一
日
ア
ク
セ

ス
。

（
116
）  http://w

enshu.court.gov.cn/content/content?D
ocID

=24c0cbad-86d8-4539-9003-a8390010ee2b

、
二
〇
一
九
年
一
月
一
一
日
ア
ク

セ
ス
。

（
117
）  http://w

w
w

.zjsfgkw
.cn/D

ocum
ent/Judgm

entD
etail/3787285

、
二
〇
一
九
年
一
月
一
一
日
ア
ク
セ
ス
。

（
118
）  

地
方
の
行
政
規
定
で
あ
る
。

（
119
）  

同
じ
結
論
を
と
る
も
の
と
し
て
、
北
京
第
一
中
級
法
院
二
〇
一
五
年
一
二
月
一
八
日
判
決
が
あ
る
。

（
120
）  

袁
田
「
我
が
国
上
場
会
社
に
お
け
る
従
業
員
持
株
制
度
の
信
託
建
設
」
証
券
市
場
導
報
二
五
五
期
（
二
〇
一
三
年
）
五
九
頁
（「
信
託
建
設
」
は
、

従
業
員
持
株
制
度
に
お
け
る
信
託
の
利
用
の
た
め
の
法
整
備
の
意
味
で
あ
る
）。

（
121
）  

裴
亚
洲
『
上
場
会
社
に
お
け
る
従
業
員
持
株
計
画
の
法
律
仕
組
み
の
研
究
』（
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
）
一
三
九
頁
。

（
122
）  

裴
（
前
掲
・
注（
121
））
一
七
〇
頁
。

（
123
）  

裴
（
前
掲
・
注（
121
））
一
五
五
頁
。

（
124
）  

裴
亚
洲
＝
丁
越
「
上
場
会
社
に
お
け
る
従
業
員
持
株
計
画
の
利
益
相
反
問
題
」
社
会
科
学
論
壇
（
二
〇
一
四
年
六
期
）、
二
四
四
頁
。

（
125
）  

そ
の
問
題
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
金
融
法
上
の
問
題
も
あ
る
。

（
126
）  

裴
＝
丁
（
前
掲
・
注（
124
））
二
四
五
頁
。

（
127
）  

大
株
主
や
経
営
陣
は
、
会
社
が
上
場
す
る
前
に
所
有
し
た
株
式
の
取
得
価
額
が
非
常
に
低
い
の
で
、
株
式
市
場
で
売
却
で
き
ず
、
第
三
者
に
譲

渡
す
る
こ
と
が
制
限
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
証
監
会
「
上
場
会
社
の
株
主
・
取
締
役
の
所
有
株
式
の
売
却
に
つ
い
て
の
若
干
規
定
」（
二
〇
一
七

年
）（http://w

w
w

.csrc.gov.cn/zjhpublic/zjh/201705/t20170527_317494.htm

、
二
〇
一
九
年
一
月
一
一
日
ア
ク
セ
ス
）
が
あ
る
。

（
128
）  

窦
广
源
「
大
株
主
の
従
業
員
持
株
制
度
を
利
用
し
た
所
有
株
式
売
却
に
つ
い
て
の
研
究
」
山
東
師
範
大
学
（
二
〇
一
八
年
）
一
八
頁
。

（
129
）  

窦
（
前
掲
・
注（
128
））
五
三
頁
。

（
130
）  

李
（
前
掲
・
注（
97
））
四
八
頁
。

（
131
）  

李
（
前
掲
・
注（
97
））
四
七
頁
。

（
132
）  

孫
庭
陽
「
上
場
会
社
に
お
け
る
従
業
員
持
株
計
画
四
周
年
研
究
」
中
国
経
済
週
刊
（
二
〇
一
八
年
三
八
期
）
七
二
頁
。
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（
133
）  

朱
大
明
＝
孫
慧
「
従
業
員
持
株
計
画
の
法
律
制
度
研
究
」
清
華
大
学
商
事
法
論
集
二
八
卷
（
二
〇
一
六
年
）
四
九
頁
。

（
134
）  

朱
＝
孫
（
前
掲
・
注（
133
））
四
九
頁
。

（
135
）  

朱
＝
孫
（
前
掲
・
注（
133
））
四
九
頁
。

（
136
）  
朱
＝
孫
（
前
掲
・
注（
133
））
五
四
頁
。

（
137
）  
二
〇
一
三
年
に
お
い
て
、
中
国
政
府
は
、
国
有
企
業
の
活
用
の
観
点
か
ら
、
国
有
企
業
に
お
け
る
混
合
所
有
制
改
革
を
発
表
し
た
。
こ
の
改
革

は
、
国
有
企
業
に
お
い
て
従
業
員
持
株
制
度
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
従
業
員
の
生
産
性
の
向
上
と
従
業
員
の
財
産
の
形
成
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。
た
だ
し
、
現
状
か
ら
見
る
と
、
従
業
員
持
株
制
度
の
導
入
企
業
は
上
場
会
社
が
多
く
、
そ
れ
相
応
の
法
整
備
が
整
っ
て
い
な
い
。
蔣
建

湘
「
国
有
企
業
の
混
合
所
有
制
改
革
に
お
け
る
従
業
員
持
株
制
度
に
関
す
る
法
整
備
」
法
商
研
究
（
二
〇
一
六
年
六
期
）
三
五
頁
。
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